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判事補に多様な法律専門家としての経験

を積ませる仕組みの整備に関する主な発言

（ ）第３６回審議会 平成１２年１０月３１日

（略）

【水原委員】例えば、法律上、判事となる

ためには、裁判官以外の法律専門家とし

ての職務経験を一定の年限経ていなけれ

ばならないとすべきではないかと思いま

す。裁判所の外での法律専門家としての

職務経験には、弁護士は勿論、検察官で

も、行政庁や民間企業での職務経験も含

まれるとしてもよいのでないかと思いま

す。

私が申し上げたいのは、判事になる人

には、みんな全員、裁判所の外の空気を

吸ってもらうこと。それも研修というこ

とではなくて、裁判官の身分を離れて裁

判官以外の法律家としての仕事を経験し

てもらいましょうということでございま

（）内の頁数は、資料す （１２頁）[注：。

１７－４における頁を示す。以下同じ。]

（略）

【竹下会長代理】その意味では、先ほど水

原委員からお話があったように、確かに

判事補制度というのは、一つは、非常に

若い人が、とりわけ特例判事補になると

単独で裁判をやるという問題点がある。

もう一つは、 年間常に同じ立場に立10
っているということなので、これは経験

を多様化するという必要があるのではな

いか。そうすれば、やはり判事補制度が

持っているメリット、つまり、公平さ、

廉潔さとか、冒頭に山本委員が言われた

判断の安定性とか、そういうメリットを

生かしながら、国民が必要とする数だけ

の、質のすぐれた裁判官を安定的に供給

できるということになるのではないかと

思います。

ただ、１点、これは微妙な問題なので

すが、どうやって経験を多様化するかと

いうところなのです。水原委員は、法律

上、そういうふうにすべきだと言われた

のですが、裁判官の身分保障ということ

を考えると、法律上そうやるということ

が可能なのかどうか、そこはもうちょっ

と幅広く弾力的に考えてもよいのではな

いかと思っております （１６頁）。

（略）

第４７回審議会（平成１３年２月１３日）

（略）

【 】 、竹下会長代理 中坊委員は裁かれる立場

裁く立場とおっしゃるのですけれども、

要は判事に任命される。つまり判事補の

途中の特例判事補の問題は別としまし

て、判事に任命される者は、法律家とし

て成熟していなければならない、多様な

経験を積んだ成熟した法律家が判事にな

ってもらいたい、そのために、裁判所法

はいろいろな階層から判事を任命できる

ということになっているわけです。

そういう立場から見たときに、裁判所

法の中に、判事の給源として書かれてい

る判事補、弁護士、検察官、大学教授と

、 、いうのを比べて 年の経験を積んで10
判事補の経験では検察官や弁護士の経験

よりも人間的に成熟しないのだというこ

とは言えないと思うのです。まして、私

どもとしてみると、大学に 年いた人10
間が判事となるような人間的な成熟性を

当然に持っているかと言われると、これ

はかなり疑問だと言わざるを得ない。

そういうふうに考えてみると、今まで

は確かに判事補から判事になる人が大部

分であったために、専ら判事補制度に焦

点が集まって、判事補制度がおかしいの

だというようにいわれていますが、実は

そうではないので、多様な経験が必要で

あるということであるとすれば、どの出

身者についても、多様な経験を求めると

いうことでないと不徹底だし、不公平だ

と思うのです。判事補については多様な

経験でなければいけない。しかし、弁護

士は弁護士だけでよい、検察官は検察官
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だけでよいというのは、理由がないと思

います。なぜ判事補は判事補だけではい

けないのかということになると思うので

す。私は判事補制度が現在何も問題がな

いということを言っているわけではあり

ませんから、いろいろな面で改革をする

ことは結構だと思うのですが、それは弁

護士や検察官から判事になる者について

。（ ）も同じだと思います ２５頁～２６頁

【中坊委員】繰り返しですが、料理をつく

、 。る人と味わう人と そこが違うんですよ

国民から本当に信頼され、支持されると

いうのは、同じ裁かれているという国民

の中から実績のある人が選ばれるという

のは、皆が納得するんですよ。自分たち

と同じ仲間から裁判官が出ていくんだか

ら。ところが、最初から裁く側の立場だ

けを幾らやっても、しょせんあなたたち

は最初から料理を食べる人ばかりをやっ

て、つくった経験は一回もないでしょう

と。おっしゃるように、弁護士だって大

学教授だって、その意味では一般市民な

んですよ。裁かれる立場をずっとみんな

やってきている。その中でよい人が選ば

れていくという制度でないと、国民自身

が、自分たちの国民的基盤に立った、自

分たちが本当に信頼し支持するというた

めには、同じ国民の中から裁かれている

経験を持っている者、同じ目線で立って

いるものからよい人を選びますという制

度にならないと、最初から裁く立場ばか

りを見習っていたら、 年経てばそれ10
で当然になるという論理は私は成り立た

ないと思うんです （２６頁）。

【水原委員】１点だけ教えていただきたい

のです。中坊委員は、大学教授、助教授

は当事者経験がないんですけれども、そ

れに判事の任用資格を与えているのは、

これはどういうことになるんでしょう

か （２６頁）。

【中坊委員】大学教授というのは、裁いた

経験はないんですよ。裁判官はよほどの

ことがない限り、裁かれる経験はない。

裁く側だけの仕事で四六時終えられてい

る。弁護士は代理人としてやっています

よ。大学教授も基本的には生徒を教えて

いるのであって、裁く立場を経験してい

るわけではない。だから、裁く立場ばか

りを経験することによって 年経てば10
判事に自動的になれるという制度はおか

しいということを言っているわけです。

（２６頁）

【水原委員】そうしますと、判事補を判事

の給源の一つとすること自体はよろしい

のですね （２６頁）。

【中坊委員】違います （２６頁）。

【水原委員】問題は裁いた立場だけで、裁

かれる立場がなかったという、それが問

題だとするならば、問題はその者が判事

として適正であるかどうかの任用の問題

のところで引っ掛かってくるわけです。

判事の任命をどのようにして行うかとい

う問題でしょう。それは裁いた側だけで

やっているものだから、しかもこれは法

的な技術は知っているかもわからないけ

れども、人間性が豊かではないとか、社

会経験が不足しているとかの可能性があ

るから、これは任用しませんということ

もありうる。その段階でふるい落とすと

いうことも方法としては考えられるんじ

ゃなかろうか。

、 、問題は 我々が今まで議論したことは

給源としては、いろんなことを法律は予

定しているわけでございます。その給源

の１つに判事補もある。それから、検事

も弁護士も大学の教授もある。その方々

の中で判事に適任なものはだれかという

のを選ぶ方法こそが問題であって、それ

ぞれを給源として考えるべきだ。

判事補であっても、裁判というのは、

いきなり裁判所に入ったからといってで

きるものではない。判事に求められる資

質は何かというと、社会経験も必要であ

りましょうし、それに裏付けされた洞察

力だとか、常識的な判断も必要でござい

ましょう。人間的な温かみも必要でござ

いましょう。それと同時に、裁判官とい

、 、うものには 裁判を主宰するものとして

争点の整理もやらなければいけない、証

拠の整理もしなければいけない。裁判実
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務、これは竹下会長代理が夏の集中審議

のときに、私どもが申し上げた裁判官の

適性は何かと言ったときに、後でおっし

ゃったのは、それだけではなく、やはり

法的な技術の問題も必要でございましょ

うとおっしゃったことを考えますと、今

の判事補というのは問題はございましょ

うが、その問題を補うことを考えれば、

給源の１つとして判事補というものがあ

ってもいいのではなかろうか。そのよう

に考えます （２６頁～２７頁）。

【髙木委員】今の議論は、裁判所法 条42
１号での給源の一つとしての判事補の特

異性は、ヨーイドンで、経験ゼロでも裁

判官だということになっていて、藤田委

員のようにいきなり長岡へ言って全部う

まいこと処理できたすばらしい判事補さ

んもおられるでしょうが （２７頁）。

【藤田委員】いや、並みです （２７頁）。

【髙木委員】そういう意味では、先ほどの

竹下先生の議論もそうなんですが、大学

の先生でも 年経たないと、という要10
件が入っているわけです。だけれども、

経験ゼロ年でヨーイドンで、裁判官とい

う身分を裁判所法で担保されている。給

源はいろいろ並べてありますが、判事補

だけ特別扱いになっていて、現に今言わ

れたように令状審査やら仮処分事件やら

少年法やら、若いうちからいろいろやっ

ておられるわけです。レベルがきちんと

担保されて、本当に国民が信頼できるな

らいいんですよ。判事補だけ特別扱いと

いうところに不合理がある。論理的には

はっきりいっておかしい。

そういう意味で、判事補とそのほかの

皆さんとの関係では、 年ということ10
の担保のされ方の意味が全然違うんで

す。そこを混同した議論をすると、本質

がどこかでおかしくなってしまう。だか

ら、もしそういう論理を徹底するなら、

判事補制度などとせずに、研修所を出た

人をいきなり判事にしたらいい （２７。

頁）

【藤田委員】その方が論理的ですね （２。

７頁）

髙木委員 そうならないとおかしい ２【 】 。（

７頁）

【藤田委員】運用上どうするかの問題はあ

りますけれども （２７頁）。

【髙木委員】藤田委員がさっき言われたよ

うに、ドイツなどはそうなっておるとい

うわけです。そこのところを混同して議

論してはいけない （２７頁）。

【竹下会長代理】それは別の問題ではない

でしょうか （２７頁）。

（略）

【 】 、吉岡委員 ・・・少なくとも被告人なり

原告の代理人となって実際の市民に一番

近いところで働くという、それは経験の

中に必要事項として入れなければいけな

いんじゃないかと考えます （２８頁）。

（略）

第４８回審議会（平成１３年２月１９日）

（略）

【髙木委員 ・・・例えば、裁判所法 条】 42
を変えてしまって、そもそもこういう経

験がなければ任命しないというふうに直

せば簡単に済む話なのではないか （３。

３頁）

（略）

【髙木委員】身分を保証されたままで他職

経験、なんていうのは、いわゆるお客様

であり、お勉強に行かれるのは結構なん

だけれども、経験、それも他職を経験す

るということにはならないというのが、

。（ ）民間の常識だと私は思います ３４頁

（略）

【 】 、吉岡委員 ・・・経験の多様化について

同じページですけれども、経験をさせな

ければやはり一般からは信頼が得られな

い。そういうことで、色々な経験をさせ

ようというところは非常に評価できると

ころです。ただ、この文書［注：司法制

度改革審議会第４８回審議会配布資料

最高裁『裁判官制度の改革について ］』

を見ますと「留学を含むこれら外部派遣

制度のいずれかに参加する機会を持つこ

とができるように検討したい」というこ

とで、今は特別な方だけが行っている外
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部経験を全体に広めるという意味かもし

れませんが、１年程度外に出たという、

その経験だけで多様な経験を積んだと言

えるでしょうか。私は言えないと思いま

す。判事補だけではなくて、一般の市民

の場合もそうですけれど、学校を卒業し

て企業に就職した場合、１年で企業が期

待できるほどに育つかどうか、恐らく一

般的な企業の場合ですと、２年は教育期

間ということで見ていると思います。そ

ういうことからしますと、判事補という

資格を持った人が１年ぐらい民間企業に

行ったからといって、先ほどは随分企業

の人になり切っているというお話があり

ましたけれども、幾ら判事補が優秀であ

ったとしても、それはおのずから限界が

あることであって、それをもって経験の

多様化というのには、少しお粗末ではな

いかと思います （４１頁）。

（略）

第４９回審議会（平成１３年２月２７日）

（略）

【竹下会長代理】恐らく論点は三つぐらい

あるであろうと思います。

、 、・・・２番目の論点は 判事補の知識

経験の多様化というところでありまし

て、これは私の意見ですけれども、現在

の判事補研修と呼ばれている制度を、よ

り充実させて、ここは最高裁も言ってお

られたように、原則としてすべての判事

補が、その在任期間中に弁護士事務所、

あるいは行政各省庁、民間企業等に派遣

されて、そこで少なくとも１年以上勤務

して、派遣先の職務を行うようにするこ

とが望ましいのではないかと思われま

す。

その際、前々から問題になっているの

は、判事補の身分を離れるかどうかとい

う点でございますけれども、これは本人

の同意が必要であるということと、年金

等の処遇上不利益を受けることがないよ

うな措置が講じられるというのであれ

ば、判事補の身分を離れるということも

十分検討に値するのではないかと思いま

す （５８頁～５９頁）。

（略）

【中坊委員】私は、竹下会長代理がおっし

ゃっていただいた中で、判事補の身分を

持ったまま、他の経験をするんだという

考え方ですね。それは、ちょっといかが

なものかと思います。確かに、おっしゃ

るように、判事補において公務員であっ

て、そして他の職、例えば、弁護士とい

うものをやると、そのこと自体は基本的

にやはり問題があるんじゃないかと思い

ます。

、 、私の経験でも 既に言いましたように

やはり弁護士というのは、弁護士として

本当に依頼者との関係において、その生

活がそこにかかり、そうしておって初め

て弁護士経験というのが分かるわけでし

て、自分の身分は公務員であって、それ

でそのときだけ何年間か他の職業へ行く

というのでは、それはしょせん、まさに

見習いに行くというか、ちょっと外側か

ら見て、我々側からすればお客さんとい

うことになるわけであって、それは決し

て多様な経験をしたことにはならない。

特に、私が強調しておるように、裁く立

場になるためには、まず裁かれる立場を

経験した者がなってもらいたいという意

、 。識からすると ほど遠いものじゃないか

、 、確かに 竹下さんのおっしゃるように

強制するということは法律上も裁判官と

いう概念になっていると、身分保障とい

うのが伴いますから、その点で確かに一

つの問題があると、しかし判事として任

命するときには、それはならないよとい

うことは可能なんですね。

だから、まさに判事として採用する前

には、その判事補以外の職務を何年かや

ってきなさいよということとして制度化

するということは可能なことだし、やは

りあるゆる意味において高い質という

か、経験の多様性、そして信頼というこ

とが、しかも制度的に保障ということに

なります。単に運営上でどうだこうだと

いう問題じゃなしに、判事の給源として

の判事補を 年間すれば判事になれる10
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んだと、そこを基本的に直さない限り、

今まで行われてきた、判事補が主たる給

源になって、事実上判事補からのみにな

ってきて、弁護士任官が進まないという

ところにもつながっているように思うん

です。

だから、要するに竹下会長代理のおっ

しゃっていただくように、経験の多様化

というのは必要であり、経験の多様化と

してそういう裁かれた立場の経験は必要

。 、だ これは大体みんな主な考えになって

同時にそれを一定の年限やらないといけ

ないこともおおむね一致していると。問

題は、それを強制できるのか、強制でき

ないのかというのが確かに大きな問題

で、その強制は私も、法律上も第一難し

いんじゃないかという気がするんです。

しかし、同時に判事になる任命の、判

事として採用するときには、そういう経

験の多様性を持っていることが前提です

よと言うこと自体は、別に構わないわけ

ですからね。そこで、今おっしゃってい

ただいている、どなたも恐らく判事補と

か一種の公務員の身分を持ったまま、い

わゆる弁護士のような民間人のような立

場になるのは、やはりどこかおかしいだ

ろうという点です。そうすると、どうし

てもならなければいけない。その身分を

離れないといけない。離れることが実際

上担保されないといけない。我々は、制

度的に、単にこの判事補問題というもの

を運用によって賄うんじゃないし、制度

的にどう保障するかということが問題だ

と。そうすると、判事になるときには、

さっき言ったように経験の多様化が必要

だから、裁く立場ばっかりを 年やっ10
たからといって判事にはなれませんよと

いうことにすれば、今おっしゃっていた

だく問題は、それなりに解決するのじゃ

ないかというような気がしているわけで

す （５９頁～６０頁）。

（略）

【髙木委員 ・・・そういう意味で、判事】

補をやめて弁護士になるというのが、一

番一般的な姿として想定されるでしょ

う。ただ、別に無理やりやめさせるとい

うわけにしなくても、判事になるために

は、例えば、他職経験が必要だというこ

とにすれば、判事になりたいと思ってい

る人は他職に当然、同意、不同意とかい

う以前の問題として、なっていかれるは

ずで、そういう意味では、判事補をやめ

たくなければ、やめなくたっていい、そ

のままでは判事になれないだけですよと

いう制度にすれば、もうごく単純にそう

なるわけでして、判事補だけで 年過10
ごした人が、判事補の再任という問題が

あるのかないのか、それまた違う切り口

でそういう議論をするならしたらいいわ

けだろうと思いますので、そういうふう

に何も身分保障の問題が詰まらない、だ

から、身分保障がどうしても欲しいとい

う人は、判事補をそのままお続けになら

れて、けど実際には判事にはそのままで

はなれませんよというふうにすれば、非

常に単純に整理ができるんだろうと思い

ます （６１頁～６２頁）。

（略）

【竹下会長代理】髙木委員と、先ほど中坊

委員も同じことを言われたのですが、私

は前回も言ったことですけれども、判事

になるためには 年という期間の法律10
職経験を要するとの定めがあります。こ

れは法律家としての成熟性を要求してい

るということなので、裁かれる立場に立

たなければいけないという話ではないと

思っているのです。法律家として成熟す

、 、るためには 一つの職業だけではなくて

ほかの法律職もやる必要があるだろう。

10ですから もし判事補について判事補、

年では駄目ですといいながら、しかし検

10 10察官 年ならよいですとか、弁護士

年ならよいですというのは、私はおかし

いと思うのです。もし、判事補について

判事補 年では足りなくて、ほかのこ10
ともやりなさいというのなら、弁護士に

ついても同じだし、検察官についても同

じでないとおかしいのではないかと思う

のです （６２頁）。

（略）
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【北村委員 ・・・私は必ずしも身分を離】

れる必要はないだろうというふうに思っ

ているんです。

もう一つ、ちょっと言わせていただく

、 、 、と 私にとっては 素人から見た場合に

法曹三者というのは巨大な原子力潜水艦

に見えてしまうんです。何だかんだと、

中でお互いに批判をしながら結局同じじ

ゃないか。だから、裁判官というか、判

事補が研修をするんだったら外に出ても

らいたいという意識を持っているんで

す。弁護士事務所に行くんじゃなくて、

今、専門性だとか何だとかということが

非常に問題になっているんだったら、研

究所に行くとか、あるいは先端企業のと

ころに行ってみるとか、いろいろ外国に

行くというのも今やっているようですけ

れども、そういう形で出て行くんだった

ら非常に意味があると思うんですけれど

も、裁かれる立場になってみなければと

言ったって、司法修習を行うまではみん

なは裁かれる立場だったわけです。要す

るに、他職の経験というのはある程度い

ろんな、職業としては積んでいないかも

しれませんけれども、そういう目線が大

切なのであって、そういう意識が大切な

んだと思うんです。それを、絶対にそれ

にならなければならないんだという考え

方は、私自身の意見ではちょっとどうも

納得できません （６３頁）。

【山本委員】他職の経験なのか、よりよい

判事をつくるための研修なのかという議

論にならなければいけないんです。

・・・そういうふうに考えると、身分

がどうのこうのというのは、北村先生が

おっしゃるように余り関係ないんです。

いずれは帰ってくるわけですから、それ

は例えば、公務員でも国家公務員から地

方公務員のときは、国家公務員を離れて

地方公務員の辞令を確かもらっているは

ずですね。でも、やはり３年か何年か経

って帰ってくるというときに、受け取る

方だってそれはやはりお客様意識がある

し、やはり研修というようなニュアンス

は消えないと思うんです。それがいけな

いかというと、それはそれなりに十分意

味があると思うんです （６３頁～６４。

頁）

（略）

【石井委員】判事補の研修をより充実させ

ることの必要性については、皆さんもお

っしゃっておられますが、やはり色々な

経験を積むということが非常に大切なこ

とだと思っております。少なくとも２年

ぐらいは色々な企業とか、外国のローフ

ァームとか、そういうところで勉強し、

経験を積むことが重要だと思います。

前からも申し上げておりますが、でき

れば２年ぐらい海外のロースクールと

か、海外の裁判所等にも行かせて、視野

を広げさせることが必要ではないかと思

っております。特に、これからはどうし

ても国際性ということが非常に重要な要

素になります。国際性を身に付けるとい

う見地からも、海外研修を必修科目とし

たらいかがかと思っております （６４。

頁）

（略）

【髙木委員 ・・・そういう意味では、失】

礼な言い方かもしれないけれども、お客

様として遊学されるという域を出ない、

そういう種の研修、それも意味がないと

は言いませんが、今みんなが求めている

のはどうもその辺とはちょっと違うんじ

ゃないでしょうか。弁護士が裁かれる立

場かどうか、その弁護士論は山本さんと

中坊さんで論争していただいたら結構で

すが、いずれにしても、いわゆる法曹の

将来のコアである裁判官という仕事をさ

れる人たちの、当事者経験というのか、

そういうものを通じて国民が期待する裁

判官像にできるだけ沿うようになってほ

しいという話ですから、私は当然身分は

離れられ、戻られることを保障するしな

いはいろいろ形によって考えたらいいん

だろう思います。

・・・それで、竹下さんにお尋ねした

いんですが、裁判所法 条の問題を竹42
下さんはどうされようとしておるのか、

ちょっとその辺お考えがあったらお聞か
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せいただきたいと思います （６５頁～。

６６頁）

【竹下会長代理】私は 条に手を付ける42
ということを考えているわけではなく

て、それとは別に、要するに判事補の期

間中に多様な経験を積めるように弁護士

事務所などへ行くということにしようと

いうことです。 条は弁護士も通算し42
て 年でよいわけですから、弁護士事10
務所へ行く、あるいはそこに書いてある

ような他の法律職でもよいわけですね。

（６６頁）

【髙木委員】先ほど、冒頭の御説明では、

すべての判事補が何らかの経験をという

ことでしたね （６６頁）。

【竹下会長代理】原則としてですね、例外

はあり得るかもしれません （６６頁）。

42【髙木委員】そういう意味で言えば、

10条がそのままだったら、判事補だけ

年でいいわけですか （６６頁）。

【竹下会長代理】だから、それは例外的に

そういう人が出てきたときに、それは判

事の任命資格を認めないというのは、私

はおかしいと思っています （６６頁）。

【髙木委員】例外的じゃなくなったらどう

するんですか （６６頁）。

【竹下会長代理】別にそれはそれでよろし

いではないですか。 条を変えなくて42
もそれでよいわけなのです （６６頁）。

【髙木委員】ちょっとそこのところはよく

分かりませんね。今、要するに判事補だ

。け 年でいいと書いてあるわけですね10
できるだけ、もっと判事補の人に多様な

経験をしてもらおうということで議論し

ておって、法律も変わらなかったら実質

的に何が担保してくれるんですか。行く

のが嫌だと言ったら、もうみんなそれで

済んでしまうわけですか （６６頁）。

【竹下会長代理】いや、それはいろいろな

方法があり得ると思います。判事補につ

いて裁判所規則で何らかの定めを置くと

いうこともあり得ます （６６頁）。

【髙木委員】これは失礼ついでに申し上げ

ると、では臨司の報告書が判事補につい

て、あるいは特例判事補についていろい

ろ書かれましたけれども、その後今日ま

でどういうことになってきていますか。

臨司ははっきり特例についても指摘して

いましたが （６６頁）。

【竹下会長代理】その問題はちょっと別で

すよ （６６頁）。

【髙木委員】判事補の在り方についても、

臨司はいろいろな意見を出されました。

少なくとも我々は、臨司の言われたこと

をクリアーして議論をしたいと思って議

論に参加しておるわけです。だから、い

ろんなやり方があると言うけれども、我

々が議論してきたこういう方向に向かお

うじゃないかというものを、 条を直42
さないで何が担保してくれるんですか。

（６６頁）

【竹下会長代理】例えば、先ほどの任命選

考あるいは諮問委員会の審査基準のよう

なもので、そういう多様な経験を要求す

るということも、一つのやり方としては

。（ ）考えられるのではないですか ６６頁

【髙木委員】もしそういうことで、じゃ判

事補 年やった人が、私は任用されな10
かった、法律どおりやって何がおかしい

んだというふうに言われたら、どう答え

るんですか （６６頁）。

【竹下会長代理】それは、資格がある人は

みんな通すということではなかったわけ

。 。ですね 先ほどの諮問委員会というのは

資格のある人の中で、適当な人、適当で

ない人を選り分けましょうという話です

ね。ですから、判事補 年で法律上の10
資格があるけれども適当でないというの

なら不適任であるという意見を述べるこ

とになるのではないでしょうか （６６。

頁）

【髙木委員】私が言っているのは、資格の

ある人でも通す通さないという世界は確

かにありますが、法定の資格を持ってい

るのに、何で通してくれぬのですかと言

われたときに、あなたは他職の経験がな

いから通さないということを、ルール化

することが、法律に書いていないのにで

きますかということなんです （６６頁。

～６７頁）
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【竹下会長代理】それは、どうでしょうか

ね （６７頁）。

【井上委員】それは、実質的に選別、ある

いは選考ないし推薦するときに、何らか

の基準をつくるとすれば、それと同じレ

ベルの問題でして、あとはその基準が合

理的かどうかということだと思うので

す。それが合理的であれば、法律上も許

されることだと思います。しかも、その

基準のつくり方も、それがないと不利益

に扱われるというやり方と、そういう要

件を備えた人を優先する、要するにプラ

スの方に数えるというやり方もあるわけ

です。ですから、どれが一番実質ふさわ

しく、実効があるのかということであっ

て、法律でなくても私は効果はあるので

はないかというふうには思うのです ６。（

７頁）

（略）

【水原委員 ・・・というわけで、私は、】

もしできることならば、全員というわけ

、 、にはいかない 同意がなければいけない

先ほど 条の問題がございましたけれ42
ども、身分保障の問題がありますから全

員というわけにはいかぬでしょう、だけ

れども、原則としては他職経験だけでな

、 、くて 他職経験の中でも弁護士になって

本当に真相、世の中の真相はこんなもの

だということを話してもらう。そして、

それを聞いて裁判に望むことが非常に大

切じゃなかろうかなという気がいたしま

す。

さはさりながら、身分保障がございま

す。 条という問題もございます。私42
も 条は手を付けるべき必要はないの42
ではなかろうかという気がいたします。

身分保障があるために、無理に弁護士に

なりなさいというわけにはいきません。

ただ、先ほど来、代理と井上委員がおっ

しゃったように、今度諮問委員会という

制度ができるわけでございますから、こ

こで判事補だけしかやっていない者は駄

目よというわけにはいきません。その中

でも、やはりいろいろな経験を経ている

人もおります。ことによったならば、仕

事の関係でどうしても弁護士に行きたい

けれども、弁護士に行けなかった場合、

そういうことも考えておかなければいけ

ないでしょう。そうなりますと、やはり

原則としては、できる限りみんなが、年

限はどれぐらいになるか分かりません

が、弁護士としてその経験を積むことが

望ましいんじゃなかろうかなという気が

いたします。

だけど、これは飽くまで、先ほども申

しましたように身分保障等の問題もござ

いますし、強引にというわけにはいきま

せん （６８頁）。

（略）

【竹下会長代理】水原委員に伺いたいので

すが、それは弁護士事務所でなければい

けないという御趣旨ではないのですね。

（６９頁）

【水原委員】私は、やはりできる限り弁護

士事務所と （６９頁）。

【竹下会長代理】できる限りというのは、

そのとおりだと思いますが （６９頁）。

【水原委員】それに決めてしまうというの

は、ちょっと問題があるのかなという気

がいたします。多様な経験を積むことが

必要なんだけれども、だけれどもやはり

裁く立場というのは、訴訟の当事者と言

いましょうか、関係者、これと直に接触

する機会を、ある時期に持った方が望ま

しいということでございます。必ずとい

うことではございません （６９頁）。

【竹下会長代理】実は、現在私がお引き受

けしている他の仕事と比較的関連の深い

ことですけれども、立法を担当する仕事

に今、判事補の人がかなり関与しておら

れるわけです。私は、これは、判事補の

他職経験としては非常に貴重なものだと

考えているわけなので、そういう人につ

いては、別に弁護士事務所に行かなくて

も、当然に判事に適任であると考えてい

るものですから、水原委員のお考えがそ

ういう考え方と抵触するのかどうか伺い

たかったわけです （６９頁）。

【 】 。 、水原委員 それは抵触しません だから

できる限り弁護士経験ということでござ
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います。私は、検事もとまでは言いませ

んけれども、検事もそれが望ましいだろ

うなという気がします （６９頁）。

（略）

【 】 、井上委員 私の考え方を申し上げますと

先ほど竹下先生が法律家としての成熟と

言われましたが、判事にふさわしいよう

な幅広い視野とか視角、違った視角から

ものを見るとか、そういうことが中身に

。 、なって成熟していく そういう意味では

私は実際的な視点から見ても、弁護士事

務所にいって経験を積むというのが本流

と言うか、そういうふうになるだろうと

思いますし、それがまた望ましいだろう

とも思うのです。

ただ、先ほど北村先生とか何人かの方

が言われたように、そこでもしかし、法

曹という仲間うちにとどまるわけですの

で、それとは違った経験とか視角という

ものも持ち込んだ方がいいだろう。そう

いう意味では、主としては弁護士事務所

であっても、それ以外のところを排除す

るのはどうかなと思うのです。本当を言

うと、一人の人にいろいろ経験してもら

った方がいいのかもしれませんけれど

も、それは無理ですので、一人の人は一

種だけの経験であっても、そういういろ

んなバックグラウンドの人が集まって一

緒に裁判所の中で仕事をやる。そのこと

によって全体で多様で多元的な、あるい

は足腰の強い裁判所というのがつくれる

と思うのです。

その場合に、皆さん弁護士事務所の方

を専ら議論されていたのですけれども、

法曹以外のところの企業とか行政だと

か、いろんなことがあると思うのですけ

、 、れども そういったところに出るときに

先ほど髙木委員がおっしゃったように、

数か月、しかも身分を持って給与も裁判

所からもらいながらというのでは、お客

さんでしかない。そこのところは、やは

り弁護士事務所で働くのと同じような期

間、身分を離れてやるべきだと思うので

す。そこで起こってくるのは、先ほどち

ょっと触れました通算の問題ですが、そ

の点は、通算するときに、例えば、企業

で法務的な仕事をやっている人は、それ

をカウントするというような制度に改め

るか、あるいは、皆さん一たん弁護士に

登録する。これから恐らく企業内法務だ

とか、行政でも弁護士資格を持った人が

関わる必要が高くなると思いますので、

そういう形にしていくということも考え

て、そうするために、公務員法だとか、

いろんなところも手当てをしないといけ

ない。そういういろんな手当てを整備す

るということを前提にして、身分を離れ

させるということを考えてもいいのでは

ないかと思います。期間の点も、長短い

ろんなお考えがあると思うのですが、そ

の趣旨にふさわしいような、やはり実質

を伴った期間ということが必要なのでは

。（ ）ないかというふうに思います ７０頁

（略）

【藤田委員 ・・・ただ、これを判事の任】

命資格で法定しますと、判事になりたけ

れば、それをやればいいじゃないかと言

いながら、今のキャリアシステムという

ものを前提としますと、間接的に裁判官

をやめることを強制することになります

から、やはりそれは問題ではないか。私

のように基本的にどうしても判事補以外

の経験を持たなければ任命できないとい

うような制度認識ではございませんか

ら、そこまでやらなくてもいいのではな

いか。もし、駄目な人がいれば、先ほど

の選任の諮問委員会のところでチェック

すればいいのではないか。こういうふう

に考えております （７１頁～７２頁）。

（略）

【中坊委員】私は言っていることに固執す

るようですけれども、先ほどから言って

いますように、現行法、裁判所法 条42
の規定によって給源は、やはり弁護士も

検察官もみんな判事になれるということ

になっておったわけです。多様性や可能

。 、性は全部帯びておった にもかかわらず

なぜ判事補だけが給源の主なものになっ

てきたかという反省の上に立って、今こ

の物事を考えないと、我々は今、その弊
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害を、それじゃこの審議会で考えるのか

と、だからそれをほかの職業にもっと就

くべきではなかったかというようなこと

を議論していると思うんです。

そうすると、確かに身分を、裁判官と

いうのは憲法上身分の保障があるんだか

ら、意に反して他の職業をやってこいと

いうことは言えないかもしれない。しか

し、裁判官を任命するというときには、

他職経験を条件にするということは可能

10なんです 今言うように 判事補だけ。 、

年やったから裁判官にするということは

しません。そうでないと、我々は運用の

問題ではなしに、まさに今まで中間報告

の中で、制度的に担保するものをつくろ

うということにしているわけですから、

私はやはりそこで判事補を 年間して10
、 、も 判事にはなれませんよということを

ここで制度として明確に打ち出さない

と、今までの 年間の長い年限の間の50
問題点というものを、除去するのかとい

うことにはならない。

だから、私は今言うように、判事とし

て任命するときに判事補の経験だけでは

駄目ですよ、他のいろんな法律実務、そ

れは私は別に弁護士に必ずしも限られる

ことはないと思うんですけれども、だけ

ど少なくとも、このことをやってくると

いうことが必要ですよということは、き

っちり決めないといけない。私はそうし

ないと結局は、先ほどちょっと髙木さん

から臨司の意見書の話もありましたけれ

ども、判事補は一人で裁判をしていけな

いとか、特例判事補はすぐなくす、いろ

んなことを言ったけれども、結局やはり

実行されなかった。だから、やはりここ

はけじめをつけるという意味においてで

も、判事補を 年やれば、それだけで10
判事になれるんだという原則はこの際変

えないといけない。私は今回の裁判官の

任命手続としての、むしろ判事補という

は、まさに判事の補佐としてのロークラ

ークのような性格のものとしてとらえ

て、それも確かに 年の間の経験の一10
部にはなるけれども、それだけではいけ

ませんよということを明確にうたうこと

が必要なことではないかと思います ７。（

３頁）

【水原委員】今の問題ですけれども、最高

裁判所の御意見の中にも、原則としてす

べての判事補が任期中に留学、あるいは

外部派遣制度のいずれかに参加する機会

を持つことができるように検討したいと

いうことでございますので、その検討結

果をやはり見守る必要があるのではなか

ろうか （７３頁）。

（略）

【佐藤会長 ・・・まず第一に、これまで】

の運用についての評価は様々あり得るだ

ろうと思いますけれども、ここではこの

点に関しどう評価するかについて直接の

課題とするのではなくて、 世紀の在21
るべき司法という観点から見た場合に、

判事補のほとんどすべてがそのまま判事

となり、事実上判事の主要な給源となっ

ていることは、裁判所法本来の趣旨に照

らしても必ずしも適切なものではないと

いうことについては、大体共通の認識、

理解があるんではないかということであ

ります。

そのような共通の認識、理解の下で、

改革の具体的な方策について検討した結

果、まずは判事補に、原則としてという

言葉でいいのかどうかは自信がありませ

んけれども、原則として弁護士など他の

法律専門職等、これには民間も行政庁も

含めているつもりであり、勿論検察、あ

るいは法学者でもいいわけですが、弁護

士など他の法律専門職種等の職務経験を

積んでもらうということを制度的に担保

する仕組みを整備する必要があるんでは

ないか、大体この辺のところに落ち着い

たのではないかという気がいたします。

そこで、その制度的担保の仕組みとし

て具体的にどういう内容のことを考える

かということになります。

一つは、いろいろ意見がございました

けれども、真に実のある経験と言います

、 、か そういうことをしてもらうためには

裁判官の身分を一応離れて、他の法律専
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門職等の職務に就くこととするべきでは

なかろうかということであります。これ

は、北村委員もおっしゃった意識の問題

だろうと思うのですが、離れることによ

って意識が徹底するということもある。

そこは理解がいろいろあるかもしれませ

んが。

２番目に、その職務経験は相当程度の

期間のものであるべきだということであ

ります。４か月とか半年とか１年といっ

た期間は、あるいはちょっと短過ぎるか

もしれない。日弁連の御主張では５年だ

ったですかね。この辺、今のところでは

相当程度の期間というようにさせていた

だきたいと思います。

３番目には、原則としてすべての判事

補が、この仕組みによって他の法律専門

職等の経験を積むことを制度的に担保す

ることを考えたらどうかということであ

ります。 条の改正をすべきかどうと42
かについては、いろいろな考え方がある

と思いますけれども、今日の段階では制

度的に担保するということでとどめてお

きたいと思います。制度的担保と言いま

してもいろいろな仕掛けがあると思うん

です。今日の段階はこの程度でいかがか

というように思っております。

、 、そして これに関連してですけれども

判事補についてこういう方向で考えると

すれば、弁護士、検察官等から裁判官に

、 、任官しようとする者についても 例えば

判事補とか、あるいは後でちょっと触れ

ますけれども、また、鳥居委員がおっし

ゃったことですが、調査官などとして裁

判所内部での職務経験を積んでもらうと

いうことも同様に、経験の多様化として

貴重なものがあるんじゃないかというこ

とを付言しておきたいと思います （７。

８頁～７９頁）

（略）

【北村委員】今、先生がまとめられたこと

について、ちょっと意見を述べさせてい

ただきたいんですけれども、弁護士事務

所等という言葉で、弁護士からの裁判官

任官がこれから多くなってくるわけです

ね （７９頁）。

【佐藤会長】それを期待しているんですけ

れども （７９頁）。

【北村委員】中坊先生が頑張ってらっしゃ

いますから、当然多くなってくると思っ

ているんです。そうしますと、この判事

補の方を、そんなに弁護士の事務所、事

務所というふうに言う必要がないだろう

と。例えば、合議制によるときに、弁護

士から出た人と判事補から行った人と一

緒になってやればいいのであってという

のが一つあるんです。だから、等じゃな

くて、なるべく具体的に、本当は弁護士

事務所云々と入れていただくと、分かり

やすいなという気がします。

もう一つは、職務経験とおっしゃった

んですが、等の中には職務経験というふ

うに一般的には言えないことも入るんじ

ゃないかなというふうに思うんです。例

えば、大学院に入るとか、留学するとか

というのは職務経験とは恐らく言わない

だろうというふうに思うんです。ですか

ら、そこのところの言葉の使い方をちょ

っと考えていただければと （７９頁～。

８０頁）

（略）

【北村委員】もう一度確認させていただき

たいんですが、私と山本委員は少なくと

も研修でいいんじゃないかというような

意見を述べたんですが、それはもう消え

てしまったんですか （８１頁）。

【佐藤会長】研修の意味の取り方にもよる

んですけれども、一応身分を離れてとい

。 、うことで 研修だから専念できないとか

そういうことではないんですけれども。

（８１頁）

【北村委員】そういうことはないと思うん

です （８１頁）。

【 】 。山本委員 戻る保障はあるわけでしょう

（８１頁）

【北村委員】だからそういう意味で （８。

１頁）

佐藤会長 それはそうですけれども ８【 】 。（

１頁）

（略）
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第５８回審議会（平成１３年５月８日）

（略）

【竹下会長代理】私が最初に発言するのは

適当ではないかもしれませんが ［注：、

司法制度改革審議会第４９回議事概要］

９ページ［注：同抜粋４ページ］の上の

３行目にマル２がございます。そのうち

の最初の（マル 「真に実のある経験）、

を積ませるため、裁判官の身分を離れて

他の法律専門職等の職務に就くこととす

るべき 」というところですが、これは。

前からいろいろ問題があるところで、い

。 、ろいろ条件があったと思うのです まず

本人の承諾が必要なのではないか。憲法

上の身分保障があるから必要なのではな

いか。それから、これは必ずしも全員の

意見が一致していたわけではないかもし

れませんけれども、年金等いろいろな処

遇上、不利益を受けることがないという

ような条件が付いていたと思うのです。

ところが、こういう書き方ですと、無条

件に裁判官の身分を離れて他の法律専門

職に就くということが決まったように読

めてしまうので、そこはここでの了解と

は違っているのではないかと思います。

それだけ念のために申し上げます （８。

９頁）

【佐藤会長】そのことは皆さん、念頭に置

いていらっしゃったのではないかと思い

ます。確かに代理もこの趣旨のことをお

っしゃっておられまして、非常に重要な

事柄なんですけれども、やや付随的な問

題のような気もします （８９頁）。

【竹下会長代理】本質的な問題ではないけ

れども、それぞれの個人にとっては重要

な問題ですから （８９頁）。

【藤田委員】今のところにも関連するんで

ありますけれども、判事補に弁護士等、

他の法律専門職等の職務経験を積ませる

ことを制度的に担保するとありますが、

、 、議事録によりますと 会長のまとめでは

弁護士、そのほかに検察官もあり、行政

庁、民間企業の経験、あるいは最高裁等

は留学等も含めて、そういう幅の広い経

験を積むということがいいのではないか

という趣旨をおっしゃっている。その

「等」の中に入っているのかもしれませ

んけれども、弁護士だけを例示している

と、そういうニュアンスが出てこないの

で、もう少し具体的にお書きいただいた

方がいいのではないか。

その次の、裁判官の身分を離れて他の

法律専門職等の職に就く。これは弁護士

事務所に行って弁護士経験をするのに、

弁護士の資格がなければ、お客様で実の

ある体験ができないからということで、

弁護士事務所に行くときには弁護士の資

格で行くのがよいとは申し上げましたけ

れども、それ以外の今申し上げたような

幅広い場合について、裁判官の身分を離

れるというような議論はなかったのでは

ないかと思います。

それから、期間の点でありますが、こ

れは弁護士任官を日弁連も最高裁もいろ

いろ努力していただいているわけであり

ますけれども、その弁護士任官の飛躍的

な拡大ということが裏付けとしてない

と、迅速で適正な裁判を受ける国民の利

益が害されるということもあります。期

間の点については、議事録では会長は４

か月や半年や１年程度では足りないかも

しれないという言い方をされております

けれども、そこら辺のいろいろなほかの

諸条件を勘案して期間が決まってくると

思いますので、そういうニュアンスを出

していただければという気がします ８。（

９頁～９０頁）

（略）

【髙木委員 ・・・そういう意味では、留】

学の話があったけれども、これは他職経

験というよりは、お勉強だと私は思うん

です。例えば、外国のローファームで実

務をやられるとか、外国の裁判所で実際

に裁判実務、国の制度が違うので、そう

簡単に行くのかどうか私はよく分かりま

せんが、そういうことなら、海外に出る

ことが全部お勉強というか、いわゆる学

生的なお勉強ではない面があるなら、そ

れはそれで対象に考えたらいいんだろう
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と思うけれども、実質的に、いわゆる留

学というのは勉強なんです。それも法律

的・学問的な勉強中心の留学、そりゃそ

の国の生活慣習やら何やら覚えてこられ

るかもしれないけれども。そういう意味

では、留学というのは、ここで言う他職

経験ではないと思います （９１頁）。

（略）

【山本委員】他職経験とおっしゃるけれど

も、よりよい裁判官をつくるためのキャ

リア・パスだと思うんです。ですから、

身分の如何を問わず、受け入れた民間企

業の使い方にかかるわけです。給料を出

したってお客様扱いすることだってある

わけですから、そこのところは余り形に

とらわれない方がいい。

それから、海外留学などはうんとやっ

てもらった方がいいと思います。勉強だ

とおっしゃるけれども、勉強は大事だと

思います （９１頁）。

【中坊委員】先ほどから出ているように、

私たちは、その点は大体合意してきたと

思って、意見も一致していると思うんだ

けれども、要するに、裁く立場ばかりを

継続していて、 年経てば判事になる10
ということはおかしいということになっ

て、その前にほかの職業に就いてもらっ

て、それから判事というものになっても

らいましょうということで一致してき

た。その真意は、まさに髙木さんのおっ

しゃるように、裁かれる立場、そういう

ものを本当に実効あらしめるためには、

まさに身分を離れてなるのが一番骨身に

しみて分かるという意味において、身分

を離れてということに達した。

先ほども藤田さんのおっしゃるよう

に、それを制度的にどう担保するんです

かということには、確かにいろいろ裁判

所の方も直すとか直さないとか、いろい

ろあったかもしれないけれども、それを

制度的にどのようにしますかというとこ

ろまでも、我々は一致してきたんで、確

、 、かにその意味では より質の高い裁判官

より質の高いということは、まさに国民

の側から、裁かれる、利用する国民の立

場から見てのものなんだから、普通の国

民の立場になっていくということが前提

なんです。そうならば、身分も裁く方の

立場から、裁かれる側の一般の利用する

立場に一旦なってもらって、その上で今

度は裁く方の立場になってもらいましょ

うという意味では、我々はおおまかに一

致していたと思うです （９１頁～９２。

頁）

【竹下会長代理】その裁く、裁かれるとい

う点ですが、中坊先生は前々からそう言

っておられるし、髙木委員も同じ御意見

かもしれませんが、そうでない意見の方

が私はむしろ多いのではないかと思うの

です。要するに、法律家として、いかに

キャリアを豊富にして、成熟させるか、

それが大事だということだと思います。

（９２頁）

【中坊委員】だから法律家としてというの

は、要するに、基本的に言うたら、なぜ

判事補という裁く立場のまま継続してい

ってなったらおかしいということかとい

うことになれば、そういうことの受ける

立場ということに、民間企業であれ、行

政庁であれ、一当事者として参加してい

くという意味では、裁かれるという言葉

が余り気に入らないようであれば、利用

、 、する側に立って 立場の交換をしないと

意味がないんじゃないかということは、

大体みんなも一致していたんじゃないで

すか （９２頁）。

【石井委員】判事補の外部派遣制度という

ことについては、基本としては、知識と

か経験の多様化を図るということであり

ますから、弁護士事務所に行くのも大変

結構なことですし、海外留学とか、企業

とか、そういうところへの出向も検討し

ていただくのも良いのではないかと思い

ます （９２頁）。

（略）

【藤田委員】中坊委員の御意見は分かるん

ですけれども、私が幅広い体験を判事補

にしてもらった方がいいと申し上げてい

たのは、そういう趣旨ではなくて、裁く

立場に立ち続けていても、裁かれる者の
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心情を理解できる人もいれば、裁かれる

立場に立っても、裁かれる人の心情が理

解できない人もいる。要するに、その人

の人間性の問題ではないかということを

何遍か申し上げているわけです。幅広い

経験をした方が視野が広がるし、人間と

しての深みも出るしという意味で、弁護

士、検察官、行政庁、企業等の経験をす

るのがいいのではないかということで申

し上げているわけです。

それから、髙木委員のおっしゃった留

学の問題なんですけれども、裁判所でや

っている留学にはいろいろなものがござ

いまして、終始大学で勉強するのもある

んでしょうけれども、裁判所と弁護士事

務所を回って研修をする、あるいは１年

大学に行って、残りの期間を実務をやる

という留学もございますので、そういう

意味では、幅広い体験を積めるという内

容であろうかと思います （９２頁）。

（略）

【髙木委員 ・・・それから、留学にもい】

ろいろあるんでしょう。では、行って、

向こうで具体的な事件を持たれて、実務

を自分でこなされてということで、もし

おやりになっている部分があったら、そ

れは別に留学という名前を使わなくて

も、向こうで弁護士の仕事をしておられ

ますでいいんだろうと思うんです。

一般的な語感として捉えられる留学と

いうのは、勉強に行かれるということだ

ろうと思います。もしどうしても留学が

不可避だというんなら、 年の外でお10
やりになったらいいんで、 年の判事10
補経験、あるいはいろんな資格による経

験を課しているわけですから、留学に行

くなら、その留学期間は別途にカウント

、 。されて 年という期間には入れない10
今までの論議の筋からすると、それがオ

ーソドックスな論理のとらえ方ではない

か。それから、竹下先生が言われたこと

は分からぬでもないですが、本人の承諾

という要件、これは職業選択の問題とか

いろいろあるのかもしませんが （９３。

頁）

（略）

【髙木委員】そういう他職経験をしてくだ

さいということがルールの対象であると

したら、それを拒否する選択が正当化さ

れるというのは私はないんだろうと思う

んです （９３頁）。

【佐藤会長】そこは既に議論しておりまし

て、判事の任命のときに考慮するという

ことですね。その趣旨を明確にすべく、

裁判所法を改正するべきだ、いや、最高

、 、裁規則でもいいんじゃないか あるいは

さっき議論した諮問委員会ですか、この

種の委員会の判事選考のルールとして考

えればいいんじゃないか、等々のレベル

の議論だったと思います （９３頁）。

（略）

【吉岡委員 ・・・それから、留学につい】

てですけれども、確かにアメリカに行っ

たときも、ロースクールにいらしている

方がいらっしゃいまして、どこの裁判所

ということも伺ったんですけれども、報

酬を保障されて、それでいらしていると

いう場合に、他職経験とは言えないので

はないかと思います。少なくとも職業と

いう考え方で言えば、勉強するのは職業

ではありませんし、どこかのローファー

ムなり裁判所なりで働く、そこで収入を

得るということでないと、他職という職

業の経験にはならないのじゃないか。基

本的にはそういう考え方でないといけな

いのではないかと思います （９４頁）。

（略）

【北村委員】今、何を決めようとしている

のかというのがよく分からないところが

ありまして、今の議論というのは、前に

やった議論の繰り返しになっている部分

があると思うんです。前のところで今の

ような吉岡委員の意見も出てまいりまし

たし、他職経験だけじゃないんだから、

他職経験等とか、法律専門職だけじゃな

いんだから、法律専門職等となっている

んじゃないかと思うんです。これをもっ

と明確にした方がいいということなんで

しょうか。それとも、そういう「等」と

いう形で、一応議事録を見ても、こちら
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を見てもそうなっていると思うんですけ

れども、何を （９４頁）。

【佐藤会長】より明確に御認識いただけれ

ばということです （９４頁）。

【北村委員】そうしますと、前に申し上げ

た意見を繰り返して申し上げないと仕方

がないと思うんですけれども、私は今の

弁護士事務所、日本の弁護士事務所とい

うもので、すべての弁護士事務所がそう

いうような形になっているとは限らない

なと思う部分がありまして、それが専門

性の問題と、国際性の問題、確かに弁護

士事務所の中では渉外事務所みたいにそ

ういうことをやっているところもあれば

やっていないところもあると思うんで

す。

今の裁判官に欠けているのも、この専

門性、国際性じゃないかなと思います。

そうしますと、これを補っていくとい

うことが必要であろうと。そうなると、

外国での留学経験等を踏まえるというこ

とも一つの選択肢で、全部外国ばかりに

行って、国内の方に誰も行かないという

ことを申し上げているんじゃなくて、い

ろいろな裁判官が必要になってくるだろ

。 、 、う 専門性も 日本の研究所であったり

企業であったり、また、弁護士事務所で

積むということも可能でしょうし、そう

いう広い経験というものを要求したのが

このときの議事録のまとめなんじゃない

。 、 、かなと それに反対する方と 私だとか

石井委員などはそういうことは必要であ

ると言った部分なんじゃないかなという

ことなんですけれども、何かはっきりで

。（ ）きなくてすみません ９４頁～９５頁

【石井委員】外国に行ってもらうというの

は、何と言っても今日本が、一番欠けて

いると言われている国際感覚とか国際性

を身に付けてもらうというのが最大の目

的であります。そういう意味で学生だと

どうも駄目だというお考えをお持ちの方

もいらっしゃるとは思いますが、私は逆

に言いますと、学生でないと国際性は身

に付きにくいのではないかと思っており

ます。

一般の会社、又はローファームでも良

いとは思いますが、そういうところへ入

ると、日本にいるのと同じ感覚で、お客

様扱いになってしまい、実際の仕事もな

かなかできないのではないでしょうか。

それから向こうへ行って、いきなり弁護

士の仕事をやってみろと言われても、語

学力の点で普通では絶対についていけな

。 、いと思います 語学が達者な方であれば

それはそれで結構なことですが。一方、

学生として行けば、向こうの学生と同格

に扱われますので、かえって本人にとっ

て厳しい環境に置かれることになりま

す。

そういうことで、国際性を身に付けて

もらうという意味では、単なる留学でも

私は良いと思っております。皆さんの中

、 、には御心配もあるようですから 例えば

２年行かせるとすれば、１年間、一生懸

命勉強してもらって、修士とかロースク

ールの学位とか、どういうものが取れる

のか分かりませんが、それを取ってもら

う。あとの１年間、向こうで実際の研修

を積んで帰ってくる。そういうことを、

もしやっていただけるのであれば、そう

いう考え方を取り入れた方が良いのでは

ないかと考えています （９５頁）。

【井上委員】私も前に言ったことを繰り返

すだけなのですけれども、私が申し上げ

たのは、判事となるのにふさわしい幅広

い視野とか、違った視角から物を見ると

いうことが必要だろう。しかし、一人の

人にたくさんのことを要求することはで

きないですから、いろんな経験を積んだ

人や、いろんなバックグラウンドの人が

集まってくることにより、裁判所全体と

して多様性を持たすということではない

かと思うのです。実際的に見ると、弁護

士事務所に行って経験を積むというのが

主流というか、大きな流れになるという

ことは、どなたも異論がないことなので

すけれども、それ以外にどういうことが

あるのか、そういう問題だろうと思いま

す。

その際に、これは北村先生などもおっ
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しゃったのですけれども、法曹とか法律

の世界だけで物を見るだけでいいのか、

それ以外の経験も重要なのではないかと

いうことがあると思うのです。

、 、さらに もう一つバリアーがあるのは

、 、実際の職業に就いて 給与をいただいて

実社会の経験を積まないといけないのか

どうかということだと思うのです。

その点で今、石井委員がいみじくも言

ってくださったのですけれども、大学と

は限らないのですが、何か一つのことを

深く勉強する、あるいは幅広く勉強する

という人もいてもいいのではないか。そ

して、それは、外国もあれば国内という

こともあると思うのです。大学人だから

言うわけではないのですけれども、そう

いう人もいてもいいのではないか。それ

をあえて排除するまでのことはないので

はないか。大きな流れとしては皆さん一

致しているわけですから、そういうふう

な感じを持っています （９５頁～９６。

頁）

【中坊委員】また前説を繰り返すようです

けれども、今本当に司法が国民から信頼

されているかどうかというのが、今回の

司法制度改革の大きな問題になっている

のです。その中核である裁判官に、より

質の高い人になってもらわなければなら

ないということでこの問題が論じられ

、 、て より質が高いかどうかということは

まさにだれが判断するかと言えば、利用

する国民主権の主権者が判断するのだと

いうことに、我々は大きな意味では合致

してやってきたと思うんです。

そういうことで言えば、私の言うてい

るように、判事補というものを 年間10
継続するということは何を意味している

かというと、言葉は嫌いかもしれないけ

れども、少なくとも裁くという、裁判官

と同じ仕事をしてきて、そのままそれが

判事になるという、そこに基本的な問題

点があって、利用する立場から見たらそ

れでいいかというのが問題になってきた

のです。そのことから、いろんなほかの

経験を、判事補という立場だけじゃなし

に、ほかの経験を積んできてもらいたい

ということになった。

確かに今おっしゃるように、何も弁護

士事務所に必ずしも限らない。それが主

流にはなるでしょうけれども、それにも

限らない。まさに法曹の資格を持って行

政の分野に、あるいは企業法務に行かれ

ようが、そこに行かれてやっていただい

て、そういうことの実績を持っているこ

とが、藤田さんのおっしゃるように、ま

さに個人としては、身分を離れて経験し

たからといって身に付くとは限らないと

思います。しかし、まさにそういう経験

を持っているということが、国民をして

信頼させるということにつながっていく

んだから、そういう意味において、我々

は他職経験ということを要求し、同時に

そのためには、身分を離れて行ってもら

うのが一番実質化するんじゃないか、こ

ういうことで我々の議論をしてきたと思

うんです。一番最初に石井さんがお尋ね

になったように、今、裁判所が現に企業

とかあちこちに人を派遣している。その

実績を事務局でも一遍調べてくださいと

いうことをおっしゃいました。私は率直

に言って、これに関係しています。

ということは、私は大手の新聞社の顧

問をしています。そこでは毎年裁判所か

。 、ら人が来ていただいております しかも

何人かの人がずっと今までも継続して行

っています。それを新聞社側がどう見て

おるのかということ。それから、裁判官

自身がそれではどう思っているのか。あ

るいは企業に行かれた裁判官がどう思っ

ているのか。その双方から私は聞いてい

ます。

率直に言って、先ほど髙木委員のおっ

、 、しゃったように まさに新聞社にしても

来られた方は、皆さんはお客さんとして

遇しておって、一定の期限が来られたら

お帰りになるという人として遇している

のであって、それ以上に、まさに新聞記

者としての仕事をしているとは受け入れ

る側は思っていない。まさにお客様とし

て人をお預かりして、お返ししていると
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いう感覚なんです。

本人の方にも私は聞きました。どうい

う場合に聞いたかというと、弁護士任官

というのを進めていましたし、裁判所と

の間で平成２年に初めて弁護士任官とい

うことを制度化するということで、対話

集会というのをやったことがあるんで

す。その中で何人かの裁判官が裁判所の

外へ行かれて、自分は物すごく参考にな

。 、 、った 企業に行って 営業の仕事もした

こういう仕事もしたと言われた。

ここで大事なのは、まさに藤田さんの

意見と同じことになるんだけれども、行

った人の感覚と、それを受ける側、まさ

に全国民というか、利用する立場の感覚

というのは、全く違うんです。その人は

。 、何も悪気がないです 一生懸命やったり

自分も参考になったと思われています。

しかし、それを本当に受ける側の国民が

そうだと見ているかということです。そ

れは明らかに差があるんです。受けた側

は、自然にお客さんとしてしか遇してい

なくて、給料も裁判所からもらわれるん

だから、新聞社も別に出さないし、お客

さんだということになっていますし、私

自身は裁判所から来られた方と懇談会も

やっています。まさに実体はこの目で見

てきているんです。新聞社に派遣された

何人かの裁判官と会合して会ってきてい

る。その人が言うことと、新聞社の立場

というのも両方とも聞いて分かっている

んです。

そこで必要なことは、行く人の感覚と

いうものと、それを受け入れる一般国民

の立場とがどれぐらい違うかということ

をここではっきりさせていかないといけ

ないのです。だからこそ我々として、身

分を離れて、少なくともその立場になっ

ていましたよということが、私は非常に

必要な要件だと考えるのです。それなく

しては、基本的に国民が裁判官を信頼す

るということにならない。これは非常に

重要な視点だろうと思うんです （９６。

頁～９７頁）

（略）

【佐藤会長 ・・・そして、他職の経験と】

いうことですけれども、この取りまとめ

では、弁護士など他の法律専門職種等の

職務経験とあって、等が付いていて何な

、 、んですけれども これを基本にしながら

今日もいろいろ言及された留学の問題も

考える。留学と言ってもいろんな形態が

あるかもしれない。石井委員がおっしゃ

ったようなこともあるかもしれない。で

すから、およそ言葉として留学が駄目だ

ということではありませんけれども、法

律専門職種としての他職経験ということ

を基本にして、それに匹敵するくらいの

ものじゃないかということであれば、そ

れを排除するまでもないというように思

うんで、その辺で今日のところは御理解

いただけませんでしょうか （９８頁）。

（略）

【佐藤会長 ・・・ほかの点、例えば相当】

期間といっても、どのくらいなのかとい

う問題があります。私は１年ではちょっ

と足らないんじゃないかと申し上げてお

りますし、日弁連の方は５年くらいは必

要だと言っているわけですが、これも議

論し出したら難しいことで、今日の段階

では相当期間ということでとどめておき

たいと思います。相当期間ですから、１

年はちょっとなという思いはあります。

２年か３年かなという、それは私の個人

的な思いでありますが、相当期間という

ことにさせていただいて、原則としてす

べての判事補が法律専門職種の他職経験

をしていただく。しかし、それに匹敵す

るようなものもいろいろ考えられるかも

しれない。今日の段階で、これはよくて

これは駄目だということを決めることは

難しいと思います。いろんな考え方があ

りましょうから、今日の段階ではこの程

度でとどめさせていただけませんでしょ

うか （９９頁）。

【山本委員 「裁判官の身分を離れて」と】

いうのは、このまま生きるわけですか。

（９９頁）

【佐藤会長】そうです （９９頁）。

【山本委員 「原則として」というのは入】
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らないのですか （９９頁）。

【竹下会長代理】それはさっき私が申し上

げたように、いろいろな条件が満たされ

たら、という前提です （９９頁）。

【山本委員】この（マル）は身分を離れて

というところだけの意味がある。そうい

うことですね （９９頁）。

【佐藤会長】ええ （９９頁）。

【山本委員】そこが今議論になったわけで

すから （９９頁）。

【佐藤会長】だから、真に実のある経験を

積んでいただくためには、裁判官の身分

を離れると。これはそういうことです。

（９９頁）

【山本委員】これは譲らないということで

すね （９９頁）。

【 】 。（ ）佐藤会長 譲らないというか ９９頁

【竹下会長代理】いろいろな条件が付いて

いるのです （９９頁）。

【佐藤会長】こういう場合だったらいいん

じゃないかということだって、あり得な

いわけではないと思います （９９頁）。

【 】 。山本委員 大いにあるんじゃないですか

（９９頁）

【佐藤会長】大いにあるというと話がやや

こしくなる （９９頁）。

【 】 、藤田委員 先ほど申し上げましたように

弁護士事務所に行く場合には、弁護士の

資格を持って弁護士の仕事をすべきだと

いうことで、身分を離れることに賛成し

たんですけれども、行政庁とか民間企業

に行く場合も他職経験の中に是非入れて

いただきたいと思うんですが、そういう

場合には、裁判官の身分を離れるという

前提ではなくなりますから、その辺はや

はり弁護士、あるいは検察官の純粋法律

専門職種になる場合には、裁判官の身分

を離れるという形にしていただければと

思います （９９頁）。

【佐藤会長】弁護士として行く場合もある

が、藤田委員がおっしゃりたいのは、弁

護士としてではなくて行く場合ですね。

（９９頁）

【藤田委員】例えば、外務省の現地の大使

館に行く場合には書記官で行きますし、

外務省の局にいる場合には検事の資格で

行くということはありますけれども、民

間企業や留学の場合は判事補のままで

す。民間の兼職の一覧表が出ております

が、お客様という話がありましたけれど

も、報道機関は２週間か３週間の短期研

修ですからね。

そういう点で、例外なしに必ず裁判官

の身分を離れてと言われると、ちょっと

引っ掛かるんです （９９頁）。

【佐藤会長】そこは、さっきの法律専門職

種の場合と同様に、基本としてこれがな

いと、制度的担保を決めたことの意味が

どこにあるのかということになりますの

、 、で そういう関連で受け止めていただき

これに匹敵するものがあるじゃないかと

いうことになれば、それを閉ざすわけで

はないということで、今日のところはお

さめさせていただきたいと思います ９。（

９頁～１００頁）

（略）

第６０回審議会（平成１３年５月２２日）

（略）

佐藤会長 そうしたら ページの 裁【 】 、 「76
判官制度の改革」の方に移らせていただ

きたいと思います。

ここのところもいろいろな御意見が寄

、 、せられているところでありますが まず

ページから ページに掛けてのとこ76 77
ろについてお願いします （１００頁）。

【竹下会長代理】ここは「法律専門家とし

ての多様な経験を積ませる」というとこ

ろについて 「法律専門家として」とい、

うことに限定をすることに反対であると

してその文言を削除すべきだとの意見、

逆に、裁判官の身分を離れてということ

を枠内に入れるべきだという意見がたく

さん寄せられました （１００頁）。

【藤田委員】たくさん意見を出しておりま

すけれども、皆さんがお考えになってい

る以上に全国の裁判官、特に判事補は非

常に深刻にこの問題を受け止めておりま

して、判事も判事補を通過してきている

人がほとんどありますから、判事補制度
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というのは共通の問題であります。他の

委員の方々の御意見を拝見いたしまして

も、判事補の多様な経験を必要とすると

いうことは結構なことであると、それは

そうなんですけれども、弁護士、検事の

他に、行政官とか民間企業とか、あるい

は留学という御意見もありましたけれど

も、そういうようなものも記載していた

だきたい。

そういうことになると、必ずしも法律

専門家とか法律専門職という類型に入ら

ないものも出てきますから、そういう表

現を削った方が実態に合うのではないか

というようなことを申し上げました。こ

の点については、他の委員の方々の中に

も支持していただいた方々がおられまし

た。

・・・それと、他職経験は確かに有益

でありますし、私自身も行政官を経験し

て大変勉強になったということを申し上

げましたけれども、この点については、

あくまで憲法上の問題があるということ

で、法的な判事への任命資格という形に

はしないということが大方の意見であっ

たように思います。したがって、その意

味で判事補から判事への任命という表現

では、誤解を招かないかということをる

る意見書で申し上げておりますので、御

勘考いただければ幸いでございます １。（

００頁）

【北村委員】この裁判官制度の改革のとこ

ろは、５月８日の日に最終報告のまとめ

を前提にしてとかということで、ここで

詰めたと思うんです。結局、あれは詰め

られたのか、詰められなかったのか、非

常に意見が分かれてしまいまして、曖昧

な形にはなっているんですが、一応あれ

はまとめを前提としてということなんで

すから、このまとめの部分というのは、

５月８日で一応確認されたことというの

を前提にして、まとめていただきたいな

というふうに思うんです。

そこで初め私は意見を書いておかなか

ったんですけれども、今日５月 日の22
日付で、もしそこのとこをずっと直して

いくんだったらどのような形になるかと

いう文書を提出させていただいて、これ

は５月８日の日のそれを前提にしている

つもりなんですけれども、やはり自分の

意見と他の人の意見とが違っているとき

に、どうだったのかというので、ひょっ

としたらそういうようなことではなかっ

たんではないかという御意見があるかと

思いますが、山本委員が出されているよ

うなこととそんなに本質的に違いはない

んじゃないかというふうに思っておりま

す。

せっかく、あそこで時間を取ってやっ

たんですから、そういうような形でのま

とめにしていただきたいなと思っていま

す （１００頁～１０１頁）。

【竹下会長代理】具体的には、いわゆる他

職経験の中に行政庁とか企業とか、外国

留学も含めるべきであるということです

か （１０１頁）。

【山本委員】身分を離れるかどうかという

議論もありましたね。他職経験というの

が、法律専門家という意味が強くなると

こういうトーンなんでしょうけれども、

もっと一般的に、刑事裁判の中にも社会

的な常識を入れようというわけですか

ら、何も法曹の世界だけに余り固執する

必要はないんじゃないかと考えているん

です （１０１頁）。

【中坊委員】そういう御意見もあったのは

事実でしょうし、しかし、弁護士とか検

察官とか当事者としてこれに参加すると

いう経験が中心である、基本であるとい

うことまでは一応合意されていたと思う

んです。

それ以外に、それと同視すべきものが

あるんだろうかということになって、今

おっしゃったような他の留学とかいろん

な話が出てきて、そこは議論が詰まらな

かったので、その例外として、それに相

当するようなものがあるかどうかについ

ては、まさにこの文書に書いてあるよう

に、具体的内容については更に検討する

必要があるということで、会長がおまと

めになって、それがそのとおりこの文章
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、 、になっているんだから 私はこの文章で

当日のおまとめのとおり書かれておると

私は理解します （１０１頁）。

【藤田委員】他職経験を要求する理由とし

て、裁かれる立場に立たなければだめだ

という中坊委員の御意見は分かりますけ

れども、そういう意味で他職経験を入れ

ようというコンセンサスができたわけで

はないというふうに考えます。

、 、もし その点に疑義があるんでしたら

もう一遍それぞれの委員の御意見を確か

めていただければと思いますが、私は行

政官の経験が有益であったと申し上げま

したけれども、むしろ法曹三者以外の経

験をする方が役に経つ。留学は非常に有

益だという山本委員や石井委員の御意見

もありましたけれども、むしろ法曹を外

から見るという意味で裁判官の幅を広げ

るのに役に立つのではないか。そういう

前提で他職経験を考えておりますので、

その点は中坊委員のような前提がコンセ

ンサスであったとは認識していないわけ

であります （１０１頁）。

【髙木委員】これは５月８日にやりました

ね。最後、会長がそういうまとめを踏ま

えて、この原案ができていると思うんで

す。私もいろいろお願いしたもの、私の

お願いした通り書いてくださらないとこ

ろがいっぱいありますから、そのことに

ついて一々申し上げませんが、できるだ

け質の高い裁判官を獲得していきましょ

う、そういう中で経験の多様化を図りま

しょう、経験の多様化というときに、単

にお客さんでなく、実質的に経験の多様

化と言えるもの、それも法律専門家とし

て有益な経験をしていただいたらいいじ

ゃないですかと、その辺までがコンセン

サスだったと思うんです。

確かに石井さんからも留学の話が出

て、留学も全部が全部駄目だということ

ではないという話もありました （１０。

１頁～１０２頁）

【佐藤会長】中身次第だと申し上げた記憶

があります （１０２頁）。

【髙木委員】企業経験も、前に裁判所で作

っていただいた資料の中の例などでは、

ここで言う経験の多様化に当たらないよ

うな例が今まではありましたね。例えば

１週間行かれるとか、１か月行かれると

か、そういう次元のものじゃなくて、本

当の意味で企業やお役所に行かれるの

も、実質的に、例えば弁護士事務所に行

って、ある期間やられるのと、ほぼ等値

できるような経験を、という議論には大

方の委員は御異論なかったと思うんで

す。そういう意味でこのの書き振りは、

「原則として」と、原則論はこういうこ

とですという書き方になっているわけで

す。経験の多様化というのを制度的にも

ちゃんと担保しましょう、絵にかいた餅

にしないようにしましょうということも

、 、合意をしてきたわけですから 先ほど来

直せだの直さないだのいろいろやってま

いりましたけれども、では、こういうこ

とで直しなさいと言ったら、また、そこ

できゃんきゃんやらなきゃいかなくな

る。

先ほど北村さんも、５月８日の日に、

まだこんな議論をしなきゃいけないのと

言われましたね。私は今日は５月８日の

北村さんの気分でこの議論に臨んでいま

して、そういう意味では次の特例判事補

の問題についても、段階的になくしてい

きましょうというのは合意だったと思い

ます。藤田先生、７、８年たったらそう

いうのはあってもいいんじゃないかとい

うのもおっしゃられましたけれども、そ

もそもの臨司のときの議論も含めまし

て、特例判事補問題については、これも

弁護士任官との関係があったりとかいろ

、 、「 」んなことがあるし だから 段階的に

、 、と言葉が入っているわけで 解消という

それがいつごろまでにできるかというの

は、今、最高裁と日弁連とお話しになっ

ておられる弁護士任官の状況だとか、先

ほど 年だかで議論になりましたこ2010
との延長線上の話とか、いろんなことが

関わっているんでしょうけれども、これ

ももう一度今のような御議論だというこ

とになったら、そもそも論に関わってし
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まう話じゃないかと思います。私はそん

な感じで今の御意見を聞いておりまし

た （１０２頁）。

【吉岡委員】おっしゃることはよく分かり

ますが、特例判事補はもともとが暫定的

に作ったもので、それが何十年も続いて

しまっているという、そういうのが現状

です。ですから、段階的に解消すると言

っている以上は、それがまた何十年も続

くということがないようにお考えいただ

きたいというのが一つです。

それから、違うことですけれども、同

じ ページの１行目のところで「実の77
ある経験を積むにふさわしい相当程度長

」 。 、期の期間 という表現があります ただ

「 」 、この 相当程度長期の期間 については

私の記憶では、数か月や１年では足りな

いという意見があったと思います。その

辺が、やはり「相当程度長期の」と言っ

たときには、かなりの期間が必要だと思

いますし、それから他の今までの議論の

中では数値をはっきりと出すという議論

が多かったと思うのですが、そういう意

味では私は３年くらいが適当と考えま

す 「相当程度長期」の解釈の仕方がか。

なり幅があるのではないかと思いまし

て、これでいいのかということを申し上

げます （１０２頁）。

【井上委員】私もさっきのところは、修正

意見を出したんですが、他の方とおそら

く趣旨がやや違っていて、その理由を自

分のペーパーに書いておりますけれど

も、要するに、他職経験というのは、主

としては、弁護士を始めとする法律職で

あろう。しかし、それ以外にも、いろん

な経験があっていいのじゃないか。おそ

らく、それが、我々の合意したところじ

ゃないかなと思うのです。

その場合に、まとめの文章の「法律専

門家としての経験」という表現が、法律

職だというふうに読めるものですから、

そうなると、ちょっと決め付け過ぎるの

ではないか 「原則として」という語句。

がどこにかかるのかにもよりますが、私

などは「原則としてすべての」と、そっ

ちの方にかかると読んだものですから。

後ろの方にかかれば、ちょっと違うのか

もしれませんけれども （１０２頁～１。

０３頁）

【佐藤会長】法律職というが、例えば行政

にいったときは （１０３頁）。

【井上委員】企業で言っても企業法務とか

に限定されてしまうので、むしろ他の営

業とかをやってもいいじゃないかと思う

。 、のです 主としてはいいんですけれども

それ以外にもあっていいんじゃないかと

いうことです。

、 、ですから 髙木委員が言われたように

法律専門家としてふさわしいと言います

か、そういう意味だとすれば、目的なん

です。あるいは判事補という立場でとい

うことなら別なのですけれども、経験す

べき職の方、あるいは経験の内容を限定

しているようにも読める。そうだとする

とちょっと趣旨とずれてくるので、そこ

の表現振りを工夫すべきだろう。対案は

ないのですけれども、そういう趣旨で意

。（ ）見を出したつもりなのです １０３頁

【水原委員】井上委員のお出しになったこ

の意見書、私も趣旨としては同意見でご

ざいます。やはりなぜ他職経験を積んで

もらわなければいけないのかというとこ

ろから入るべきだと思います。

そうしますと、これは ページの最74
初の・のところ 「検事に、一定期間、、

その身分を離れ、一般の国民の意識・感

覚を学ぶことができる場所（例えば弁護

士事務所等）で執務させることを含む人

」 。事・教育制度 ということが書いてある

「他職経験」というのは、一般の国民の

意識・感覚を学ばせるということが大事

だと思うんで、そういう趣旨が生かされ

るような記述があるといいのかなという

気がいたします （１０３頁）。

【佐藤会長】ここも、さっきの裁判員制度

のところとやや似たような問題がござい

まして、皆さんそれぞれのお考えがある

ところを大方の意見ということで、２月

日に、一応口頭でまとめましたけれ27
ども、その後その意味などについてなお
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御意見があり、もともとそのときは後に

文書にして正式にお掛けしたいと言って

おったものですから、そうしたこととも

関連して、５月８日に再度この問題につ

いて御議論願ったわけであります。文書

としてお示しできなかったんですけれど

も、その趣旨を確認する議論をしていた

だきました。人によっては、何回も同じ

ことを蒸し返すような議論をしたんじゃ

ないかという御不満もおありだったろう

と推測しますけれども、そこでも最終的

に、口頭でしたけれどけも、私が申し上

げたことは、結局、２月 日の線を再27
確認したと言いますか、その意味をより

はっきりさせることができたというもの

でございまして、それを受けて、この原

案を作成させていただいたわけでありま

す。

藤田委員もおっしゃった立法論として

の７年、８年の問題も確かにあるし、そ

れから、髙木委員もおっしゃったと思う

んですけれども、特例判事補を今直ちに

やめるということはできないとしても、

段階的に解消に向けて着実にやっていく

べきという議論もあったりして、こうい

うまとめ方になったので、今日のところ

は （１０３頁）。

【藤田委員】会長、会長代理の御苦心はよ

く分かるんでありますが、これは裁判官

にとっては大変な問題でございまして、

現在、司法制度を支えている裁判官の士

気にも関わることてございます。５月８

日に議論をいたしまして、そして、いろ

いろ御苦心の結果、これを作っていただ

いたわけでありますが、それに対して最

終的に皆さんの意見として、意見書が出

ているわけでございますから、それを御

勘案いただいて、これが動かし難いもの

であるということではなくて、少し柔軟

にお考えいただければと思います （１。

０３頁～１０４頁）

【竹下会長代理】私も原則的に皆さんの支

持を得られれば一番よろしいと思うので

すが、ここはかなり多くの方から御意見

が出ているので、妥協案ですけれども、

この枠の中は「職務以外の多様な経験」

ということにして 「法律専門家として、

の」というのを消す。しかしそうは言っ

ても、本文の方では、判事補が裁判官の

身分を離れて弁護士や検察官その他の法

律専門職としての経験を積むのが基本な

のですよとの趣旨を明らかにするため、

こちらはこのままにしておくというのは

どうでしょう （１０４頁）。

【中坊委員】それはちょっと違って、括弧

の中に意味があるんだから、ちょっとお

かしいんじゃないですか （１０４頁）。

【佐藤会長】さっき、井上委員がおっしゃ

ったことと関連して、井上委員の御懸念

のように受け取られるとなんですので、

そこはいいワーディングがあるかどう

か、もうちょっと検討させていただくこ

とにしましょう （１０４頁）。

【井上委員】そこはそういう限定するとい

う意味ではないんですよということが分

かるようになればいいと思います （１。

０４頁）

【 】 、髙木委員 井上さんがおっしゃったのが

本質論として大きく外れてなければ。今

まで議論してきた筋をね。

ただ、今の井上さんの議論を聞いてお

って、では、社会経験を積んでから司法

試験を受けて、通った人はＯＫありみた

いなね （１０４頁）。

井上委員 そうじゃなくて これは １【 】 、 。（

０４頁）

【 】 、髙木委員 あなたの議論を聞いていると

営業でも何でもいいということも言われ

たから、判事補から判事になる道程でど

ういう経験を、ということをやっぱり明

確に言わないといけないと思います。判

事補になるのに、必要な経験を明確にし

た上で、それ以外の経験も、というなら

ば、その期間を通算しなくていいという

ことならいいですよ、それであれば何さ

れてもいいわけだ （１０４頁）。

【井上委員】でも、そういう別の意見もあ

ったわけでしょう （１０４頁）。

【髙木委員】そういう議論になるから、き

ちんと本質論を担保したことでないとい
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けないと申し上げているのです。藤田さ

んが裁判所の中の判事補の皆さんの気持

ちなど、いろんなことを御心配されてい

るだろうということは分からんでもない

んですが、経験の多様化は裁判所の皆さ

んのためにもなるんじゃないか、それを

逆に何でそんな心配されるのか。だれも

知らんことをやるときは、心配ではない

というわけではないけれども、現状を変

えていこうとして現にいろいろ指摘され

ているわけだから、それはしんどくても

受けてチャレンジしていかないといけな

いだろうと思うんです （１０４頁）。

【藤田委員】他職経験を積むことに反対し

ているわけじゃないんで、弁護士、検察

官以外に、行政官とか民間企業を入れる

べきではないかという御意見が多数出て

いるわけです。

裁判官としての身分を離れてという点

も、行き先によって違うということがあ

る。先ほど井上委員がおっしゃったよう

に、この本文の中の「原則として」はす

べてに関わっているとしか読めないんで

す。だから 「原則として法律専門家と、

しての多様な経験」というならまだ分か

るんですが、後ろの方の「法律専門家と

しての多様な経験」というのは限定が付

いていない。そうすると、弁護士、ある

いは検察官という経験でなければいけな

いということになる。制度的に担保する

ということが入っているわけですから、

これは資格についての法律の規定に入れ

るわけではないでしょうけれども、これ

は非常に重いことですね。

ですから、そういう意味で限定の仕方

にも神経を使っていただきたいというこ

とであって、他職経験、多様な経験を積

むということが裁判官として成長してい

くためにプラスになるということを否定

するつもりでは毛頭ないんです （１０。

４頁）

【井上委員】まとめにならないかもしれな

いですが、法律専門家として有益な経験

。 、でないといけないと思うんです そして

その有益な経験というのは具体的に何か

というと、それは主としては弁護士さん

を中心とした法律専門職種である。そこ

までは合意していると思うんです。しか

し、それ以外にもいろんな経験がありう

るかもしれない。あってもいいじゃない

か。その点も、皆さん、そんなに否定は

していないと思うのです。それを「法律

専門家としての経験」と書くとちょっと

。 、誤解を生むかもしれない そこのところ

もしより良いワーディングがあれば修正

すべきだし、修正しなくても、そういう

趣旨だということが確認できればいいん

じゃないかと思うのです （１０４頁～。

１０５頁）

【佐藤会長】この ページの表現も、２76
月 日と５月８日の審議を踏まえて、27
こういう文章にしたわけです。そして、

個別に、この場合どうだ、あの場合どう

だと言われると、それは決め打ちできな

い。私自身は具体的に考えていることは

ありますよ、この場合だっていいじゃな

いかと思うことがあります。けれども、

私が申し上げると、いや、それは違うじ

ゃないかという話になってしまうので、

具体的には申しませんけれども、心はま

さに （１０５頁）。

【井上委員】その心を表現していただきた

いということです （１０５頁）。

【藤田委員】その心が誤解のないように伝

わるように是非お考えいただきたい １。（

０５頁）

【佐藤会長】ワーディングなどを考えさせ

てください （１０５頁）。

【中坊委員】あえて言うならば、私は別に

こだわりませんけれども、ここで他職経

験がなぜ必要なのかという一つのメルク

マールみたいなもの、裁判の中核として

ふさわしい高い質の判事を得るために、

ということがはっきり書かれておれば、

もう少し指標になって、どこまで広がる

のかという場合についても、議論の焦点

を帯びたのがあるかもしれない。

今、藤田さんやみんながいろいろ意見

があって、これも一つの苦労の作だろう

と思いますけれども、もう一遍お考えい
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ただくのは構いません （１０５頁）。

【佐藤会長】心は分かっていただけたと思

います。もう一遍工夫して、いい表現が

あるかどうか自信はありませんけれど

も 知恵を絞ってみたいと思います １、 。（

０５頁）

【髙木委員】是非今までの論議の趣旨はち

ゃんと通してください （１０５頁）。

【 】 。佐藤会長 それはおっしゃるとおりです

（１０５頁）

（略）

第６１回審議会（平成１３年５月２９日）

（略）

【佐藤会長】判事補についてですが、いろ

いろ御議論のあったところですけれど

も、事務局で検討してもらい 「多様な、

法律専門家としての経験」という表現で

いかがかということで、こういう修文に

させていただきました。何か所かに、同

じような表現が出てくることになりま

す。要するに、経験の中身を法律専門家

のそれに限定するという趣旨ではなく

て、法律専門家としての視点、観点を踏

まえて経験を積んでいただくという趣旨

のものとして受け取っていただければ結

構かと思っています。いろいろ御議論が

あったところでありますが、何とかこう

いう表現で御納得いただけないかという

ことであります （１０８頁）。

【藤田委員】第一読会でも散々申し上げま

したので、もう皆さん耳にたこだろうと

思うんですけれども、先ほどの北村委員

の法律専門職というのは何を指すのかと

いう御質問とも関係があるんですが、や

はり立法府、行政庁、民間企業、あるい

は留学という話もありましたけれども、

そういう多様な経験ということが望まし

、「 」いという意味では 法律専門家として

というのは削った方がいいのではないか

ということです。代理の御提案でも囲み

の中は削りましょうかというようなお話

がございましたが、各委員の意見書、あ

るいは審議での御発言を見ますと、この

点に触れられている方が９人おられるん

ですが、そのうちの６人の方は、やはり

そういう多様な経験の方を重視して、法

律専門家という記載は除いた方がいいん

ではないかというような御意見をおっし

ゃっておりますので、勿論反対の意見も

あるということは承知しておりますが、

いかがかなということで、期待を持って

今日参ったんであります。ただ今の会長

のお話ですと、法律専門家という内容に

ついては、必ずしもそういう法曹資格を

持っている者に限るというようなことで

はなくて、幅広く考えるんだという趣旨

に理解していいんだという御趣旨でしょ

うか （１０８頁）。

【佐藤会長】 ページのところですが、88
５月８日でしたか、確認させてもらった

ところですけれども 「同視できる程度、

に」とかなり含みのある表現にしている

つもりです。勿論、本流がどうだという

議論もあり、そのことも踏まえてこうい

、 、う含みのある表現にしましたので 将来

裁判所がより立派になっていく上での事

柄と大きく受けとめていただきたいとい

うことです （１０８頁）。

【藤田委員】その「多様な」という表現の

位置が動いたのが、そういう趣旨だとい

うことを確認していただけるならば、そ

。（ ）れはそれでも結構なんです １０８頁

【佐藤会長】では、よろしゅうございまし

ょうか （１０８頁）。

（略）
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司法制度改革審議会 第４９回議事概要（抜粋）

１.日 時 平成13年2月27日(火) 13：30～17：30

２.場 所 司法制度改革審議会審議室

３.出席者

(委員・50音順、敬称略)

石井宏治、井上正仁、北村敬子、佐藤幸治(会長)、竹下守夫(会長代理)、･木 剛、鳥居

泰彦、中坊公平、藤田耕三、水原敏博、山本 勝、吉岡初子

４.議 題

「裁判官制度の改革」について(意見交換)

５.会議経過

前々回、前回に引き続き、「裁判官制度の改革」に関し、委員間で意見交換が行われたとこ

ろ、その概要は以下のとおり。

(1) 「裁判官の指名過程に国民の意思を反映させるための機関」について

(省略)

(2) 判事の給源について

【主な意見の概要】

ア 判事補制度の在り方等について

○給源の多元化・多様化を定める裁判所法の実質化を図っていかなければならず、そのため、

弁護士任官を推進するとともに、検察官や大学教授からの任官も進めていかなければならな

い。同時に、判事補の知識・経験の多様化のため、原則として全ての判事補が弁護士事務所

や行政官庁へ派遣される必要がある。その際、身分保障との関係で、同意が必要となるであ

ろうし、また年金等の面で不利益が生じないような措置が可能であれば、裁判官の身分を離

れてということも可能ではないか。

○判事補の身分を持ったままの経験では実が上がらない。弁護士として依頼者との関係や自

らの生活がかかる状況の中で職務を行うことで、初めて弁護士としての経験ができる。判事

補の身分のまま弁護士事務所に派遣されてもしょせんお客さんに過ぎない。裁く立場となる

には裁かれる立場の経験が必要。もちろん、判事補の身分を離れることを強制することはで

きないが、判事の任命の要件とすることは身分保障との関係では問題がないはず。判事とな

るためには、判事補以外の職務経験を裁判官の身分を離れて数年積ませる、それを任命の要

件とするという制度的担保が必要である。判事補だけをやっていても判事にはなれないとい

うことを確実に担保する必要がある。中間報告で「制度的に担保する」ということで合意し

た以上、運用に委ねるということでは話にならない。
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○年金や保険の問題は工夫により解決できる性質のもので、制度の本質に関わる問題ではな

い。

○本当の意味で弁護士としての仕事をできれば、身分を離れるかどうかは関係ないといえな

くもない。しかし、そもそも弁護士というのは、依頼者との委任契約に基づいて、その利益

のために誠実に法律事務を処理し、その対価として報酬を受けるというのが本質であり、そ

れが弁護士としての普通の職務である。そもそも裁判官の身分のまま、そうした仕事を行う

こと自体矛盾ではないか。そんな法的手当ができるのか。判事補を辞めて弁護士になるとい

うのが直截である。無理矢理辞めさせるというのではない。判事になるためには弁護士経験

が必要だということにすれば、判事になりたい人は自分から辞めて弁護士になるということ

ではないか。判事補を辞めたくなければそれでもよいのであって、身分保障上の問題はない

はず。

○裁判所法は、判事の任命資格として10年の法律家経験を要求しているが、それは法律家と

しての成熟性を意味するのであろう。判事補だけ10年務めていても判事になれないというの

なら、検察官、弁護士等についてもやはりその職務のみに従事していても不十分というべき

であり、同様に経験の多様化を求めるのが筋ではなかろうか。

○身分を離すこと自体にさほど重要性はないのではないか。また、経験として弁護士経験が

言われているが、それだけではなく、むしろ、法曹界以外の、例えば、専門的、先端的分野

の研究所や企業などで知識・経験を積んでもらうことが重要ではないか。

○より良い裁判官をつくっていくという観点からは、裁判官の職務に資する専門的・先端的

知識を学んでもらうことを考えるべきである。その意味では身分を離れるかどうかに重きを

置く必要はない。

○判事補には少なくとも2年程度は例えば民間企業や外国ローファームで経験を積んでもらい

たい。

○何のために他職経験を求めるのかに思いをいたすべき。例えば、留学による経験もそれは

それで有意義なことではあり、どんどんやればよい。ただ、我々がここで求めている経験と

いうのは、法律家としての多様で豊かな経験であって、基本は、当事者経験ではないだろう

か。民間企業研修については、そういう機会があってもよいが、給料は裁判所からもらい、

仕事の結果には責任を負わない立場にあるわけで、企業が本当に戦力として使うはずはない。

弁護士として企業の法務部で仕事をするというのであれば、別であるが、少なくとも、今の

ような企業研修は、我々が求める経験とは言えないのは明らか。

○制度的担保の方法として、裁判所法42条自体に手を付ける必要はないのではないか。10年

間判事補の職務だけに従事していた者であっても、任命資格自体は認めてもよいのではない

か。任命基準において、他職経験を積んだことを条件とするというのも制度的担保の一方法

ではないか。

○任命資格を認めながら、任命の基準において一律に他職経験を求めるということができる

のか。42条を改正すべきではないのか。なぜ改正することに躊躇するのか、その理由が分か

らない。

○法の趣旨との関係で基準自体に合理性があれば、法改正ではなく基準で担保していくこと

も可能ではないか。また、基準の作り方として一律に他職経験を求めるというのではなく、

他職経験を重視してそれを経た者を優先するということも考えられる。
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○より良い判事を得るためにどのような制度をつくっていくかという問題である。中にはず

っと同じ組織にいても素晴らしい人材はいるかもしれない。しかし、ここで考えるべきこと

は、判事となろうとする者一人ひとりが法律家として多様で豊かな経験を備えられるように

制度的に担保する仕組みをつくることである。身分を離れて裁判所の外に出て他の法律専門

職の経験を相当年数積むことを求めるべきである。その経験の中でも、裁判官の職務の性質

上、訴訟に関与する当事者である弁護士経験をすることが最も有効であると考えられるので、

弁護士経験を原則とすべき。全くそれに限ってしまう必要はないが、できる限り弁護士経験

を経ていることとすべきである。ただし、裁判所法42条そのものに手を付ける必要はないの

ではなかろうか。指名に関する推薦委員会の任命基準において手当をしていけばよい。その

基準も、判事補経験だけではおよそ任命できないようにすることはできないだろうが、原則

として弁護士経験を積むことを求めるようにすべきではないか。こうした知識・経験の多様

化は検事についても言えることである。ただし、判事は権限の上でも、独立性の上でも、検

事よりはるかにこうした要請が強いものと考えられる。

○弁護士以外に、例えば、省庁において立法作業に携わるという経験も他職経験として認め

てよいであろう。

○修習生から判事補となり、自動的に特例判事補を経て判事になるというのが決まったコー

スとして一本化しているという現状は、いびつであるという問題意識が当審議会にあったは

ず。判事補の身分はそのままにしておきながら今までの研修を充実するというようなことで

はその解決にはならないというべき。仮に身分を離れて他職経験を積みそのまま裁判所に戻

らないという選択をする人がいたとしても、それはその個人の任官に対する考え方の問題で

ある。

○裁判所法42条が法律家としての成熟性を求めていることを前提とすれば、他職経験を求め

れば、おそらく弁護士経験を積むというのが本流となるであろう。ただし、それ以外を排除

する必要はない。企業や行政庁での職務経験も含めてよいであろう。ただし、裁判所から給

料をもらいながら身分もそのままでは単なるお客さんであり、実のある経験を積むことはで

きない。また、期間も、少なくとも数ヶ月とか数週間では足りず、そうした経験を積むのに

ふさわしい実質を伴った期間にしなければならない。身分を離すに当たっては、弁護士登録

をする場合であれば別であるが、民間企業に就職するような場合には、そのことが任命資格

として要求される経験年数に通算されるような法的手当をする必要がある。

○現行の制度をそのまま全て是とする訳ではないが、今の裁判制度は一応機能し信頼も受け

ている。弁護士経験があるからといってそれだけで裁判官の仕事に役立つわけではない。個

人的経験からしても裁判所から行政庁に出向した経験(検事の身分で)は役に立ったと感じて

いる。弁護士経験も重視されるべきであるが、そのことを任命資格とすることは、キャリア

システムを前提とする限り、間接的強制となり身分保障の上でも問題がある。任命資格自体

は手を付けず、指名に関する委員会の任命基準において不適切な者は落とせばよい。

○本質的な問題は、今後も判事補を裁判所法5条にいう「裁判官」として維持していくかどう

かではないか。ロークラーク制度を整備して、判事補をそうした職務に切り換えていくこと

も考えられる。なお、官民の人材交流は今後一層活発となり、身分に関連する問題の解決は

容易になるであろう。

イ 特例判事補制度
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○特例判事補制度については、裁判所法の原則に戻して廃止されるべきであるということは

一つの筋ではあるが、一方で、特例判事補が現実に果たしている機能を無視するということ

もできず、また権限が判事になるまで未特例判事補のままとなると、果たして優秀な人材を

確保できるのかという懸念もある。最高裁の提案するような、単独事件の担当を任官してか

ら7～8年後に後倒しにするというのも一案かもしれない。

○判事の給源が判事補に一本化しているという現状の一環にあるのが特例判事補制度である。

しかも「当分の間」の措置であったのに、戦後50年以上も続いていること自体が病的である。

判事の大幅増員の中で、廃止していくべきである。

○諸外国の例を見ても、裁判官になれば、ただちに一人前の裁判官として扱われ、職務上権

限が制約されることはない。その意味で、我が国の判事補制度はそもそも中途半端なもので

あった。そのギャップを埋めるために特例判事補制度ができたのではないか。特例判事補な

どということではなく、これまでの制度の実績を踏まえて、7～8年で判事に任命するという

制度にすればよい。現実に離島・僻地へ赴任しそこでの司法サービスを担っているのは特例

判事補である。

○個々の特例判事補の中に優秀な者がいるかもしれないが、問題は、個々の裁判官の資質能

力ではなく、判事の資質能力の最低限を制度的に担保する資格要件の内容ではないか。少な

くとも、裁判所法42条の現行10年を短縮する合理的な理由はないはずであり、本末を転倒し

ていないか。

○特例判事補制度によって僻地対策を行っているという言い方はおかしいのではないか。

○条件整備は必要ではあるが、やはり本来の筋から言えば、特例判事補制度は廃止されるべ

き。ただし、判事の任命資格としての10年という在職経験を将来も現行のまま維持していく

のかどうかについては、別の見方があってもよいのではないか。

【意見交換の整理】

以上のような意見交換の末、会長から、大方の意見の一致をみたと考えられる内容につき、

以下のとおりの発言があり、了承された。

ａ 21世紀のあるべき司法という観点から考えた場合、判事補のほとんど全てがそのまま判事

となり、事実上判事の主要な給源となっていることは、裁判所法本来の趣旨に照らして適当

ではないとの共通認識を得た。

ｂ この共通認識を踏まえ、まず、判事補に、弁護士等他の法律専門職等の職務経験等を積ま

せることを制度的に担保する仕組みを整備する必要がある。

その仕組みのポイントは、

○真に実のある経験を積ませるため、裁判官の身分を離れて他の法律専門職等の職務に就く

こととするべき。

○その期間は、一概には言えないが、実のある経験を積むにふさわしい相当程度の期間が必

要である。少なくとも数ヶ月や一年間程度では足りないかもしれない。

○原則としてすべての判事補が、この仕組みにより弁護士等他の法律専門職等の職務経験等

を積むことを制度的に担保することが必要である。

ｃ 弁護士、検察官等から任官しようとする者についても、例えば、判事補、調査官等として

裁判所内部での職務経験を積ませることとするなど、同様に経験の多様化を重視していくこ
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とが必要であろう。

ｄ 従来から課題とされてきた弁護士任官を推進する必要があることについては、異論のない

ところ。そのために、最高裁と日弁連が、話し合って実効性のある具体的な措置を講ずるこ

とが必要ではないか、両者からそうした提案がなされるよう希望する。また、検察官、法律

学者からの任官も推進すべきである。

ｅ 特例判事補制度については、裁判官数の不足に対応するための「当分の間」の措置であっ

たことや、十全の権限を行使する判事となるためには10年の法律専門家としての経験を要求

している裁判所法の趣旨にかんがみれば、段階的に解消していく方向で考えるべき。

ｆ 新たな裁判所調査官制度を整備することが足腰の強い裁判所をつくっていく上で必要であ

るとも考えられ、今後の検討課題であろう。

ｇ これらのためにも、判事の大幅増員を図る必要がある。

６.今後の審議の進め方

裁判官改革については、積残しの課題(人事評価の基準・手続の整備、最高裁判事の選任の在

り方など)もあることから、今後の審議の中でさらに議論を行うこととされた。

以 上
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第 裁判官制度の改革4

給源の多様化、多元化1.

裁判所法は、判事補のみではなく、弁護士や検察官など判事の給源の多元性

を予定しているが、運用の実際においては、判事補のほとんどがそのまま判事

になって判事補が判事の主要な給源となり、しかも、従来、弁護士からの任官

が進まないなど、これを是正する有効な方策を見いだすことも困難であった。

こうした制度運用の経緯、現状を踏まえ、国民が求める裁判官を安定的に確保

していくことを目指し、判事となる者一人ひとりが、それぞれ法律家として多

様で豊かな知識、経験等を備えることを制度的に担保する仕組みを整備するほ

、 、 。か 弁護士任官の推進 裁判所調査官制度の拡充等の施策を講じるべきである

○ 多様で豊かな知識、経験等を備えた判事を確保するため、原則としてす

べての判事補に裁判官としての職務以外の法律専門家としての多様な経験

を積ませることを制度的に担保する仕組みを整備すべきである。

○ 特例判事補制度については、計画的かつ段階的に解消すべきである。こ

のためにも判事を増員するとともに、それに対応できるよう、弁護士等か

らの任官を推進すべきである。

○ 弁護士任官等を推進するため、最高裁判所と日本弁護士連合会が、一致

協力し、恒常的な体制を整備して協議・連携を進めることにより、継続的

に実効性のある措置を講じていくことが強く望まれべきである。

( ) 判事補制度の改革等1

ア 判事補の判事への任命等

多様で豊かな知識、経験等を備えた判事を確保するため、原則として(ア)

すべての判事補に裁判官としての職務以外の法律専門家としての多様な経

験を積ませることを制度的に担保する仕組みを整備すべきである。仕組み

の整備に当たっては、次の諸点に留意すべきである。

「裁判官としての職務以外の法律専門家としての経験」は、判事補が�

裁判官の身分を離れて弁護士、検察官等他の法律専門職の職務経験を積

むことが基本となるべきである。これに加え、こうした職務経験と同視

できる程度に、裁判官の資質向上のために有益であると認められる経験

、 、 。も含まれうるが その具体的内容については 更に検討する必要がある

情報管理課
第５９回審議会配布資料司法制度改革審議会意見書（案）（第一読会用）

情報管理課
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その期間は、実のある経験を積むにふさわしい相当程度長期の期間と�

するものとする。

判事補が、この仕組みにより弁護士、検察官等他の法律専門職の職務�

経験又はこれと同視しうる経験を積むことを制度的に担保するものとす

る。そのための方策については、判事の任命資格を見直すことや、判事

の選考においてこれらの経験を経ていることを重視することなどが考え

られるが、更に検討するものとし、いずれにしても実効性のある措置を

講じるものとする。

裁判官の身分を離れた判事補が、上記の経験を積んだ後に、裁判官に�

復帰した場合には、退職手当や共済関係等の面で適切な配慮がなされる

ことが望ましい。

なお、以上と同様の視点から、弁護士、検察官等から任官しようとす(イ)

る者についても、その前提として、例えば、判事補、調査官等として裁判

所内部での職務経験を経ていることは有意義であり、指名に当たってそう

した経験が重視されるべきである。

イ 特例判事補制度の解消

、 「 」特例判事補制度については 裁判官数の不足に対応するための 当分の間

の措置であったことや、十全の権限を行使する判事となるためには 年の10
法律専門家としての経験を要求している裁判所法の趣旨にかんがみ、計画的

かつ段階的に解消すべきである。裁判官の大幅増員の必要性については既に

言及したところであるが、特例判事補制度の解消のためにも、判事を大幅に

増員すべきであり、後記( )の措置を講じること等により、判事の大幅増員2

に対応できるよう、弁護士等からの任官を推進すべきである。
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第 裁判官制度の改革5

給源の多様化、多元化1.

裁判所法は、判事補のみではなく、弁護士や検察官など判事の給源の多元性

を予定しているが、運用の実際においては、判事補のほとんどがそのまま判事

になって判事補が判事の主要な給源となり、しかも、従来、弁護士からの任官

が進まないなど、これを是正する有効な方策を見いだすことも困難であった。

こうした制度運用の経緯、現状を踏まえ、国民が求める裁判官を安定的に確保

していくことを目指し、判事となる者一人ひとりが、それぞれ法律家として多

様で豊かな知識、経験等を備えることを制度的に担保する仕組みを整備するほ

、 、 。か 弁護士任官の推進 裁判所調査官制度の拡充等の施策を講じるべきである

○ 多様で豊かな知識、経験等を備えた判事を確保するため、原則としてす

べての判事補に裁判官としての職務以外の多様な法律専門家としての多様

な経験を積ませることを制度的に担保する仕組みを整備すべきである。

○ 特例判事補制度については、計画的かつ段階的に解消すべきである。こ

のためにも判事を増員するとともに、それに対応できるよう、弁護士等か

らの任官を推進すべきである。

○ 弁護士任官等を推進するため、最高裁判所と日本弁護士連合会が、一致

協力し、恒常的な体制を整備して協議・連携を進めることにより、継続的

に実効性のある措置を講じていくべきである。

( ) 判事補制度の改革等1

ア 判事補の判事への任命等

多様で豊かな知識、経験等を備えた判事を確保するため、原則とし(ア)

てすべての判事補に裁判官としての職務以外の 法律専門家として多様な

の多様な経験を積ませることを制度的に担保する仕組みを整備すべきで

ある。仕組みの整備に当たっては、次の諸点に留意すべきである。

「裁判官としての職務以外の 法律専門家としての経験」は、� 多様な

判事補が裁判官の身分を離れて弁護士、検察官等他の法律専門職の職

務経験を積むことが基本となるべきである。これに加え、こうした職

務経験と同視できる程度に、裁判官の資質向上のために有益であると

認められる経験も含まれうるが、その具体的内容については、更に検

情報管理課
第６１回審議会配布資料司法制度改革審議会意見書（案）（第二読会用）
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討する必要がある。

その期間は、実のある経験を積むにふさわしい相当程度長期の期間�

とするものとする。

判事補が、この仕組みにより弁護士、検察官等他の法律専門職の職�

務経験又はこれと同視しうる経験を積むことを制度的に担保するもの

。 、 、とする そのための方策については 判事の任命資格を見直すことや

判事の選考においてこれらの経験を経ていることを重視することなど

が考えられるが、更に検討するものとし、いずれにしても実効性のあ

る措置を講じるものとする。

裁判官の身分を離れた判事補が、上記の経験を積んだ後に、裁判官�

に復帰した場合には、退職手当や共済関係等の面で適切な配慮がなさ

れることが望ましい。

なお、以上と同様の視点から、弁護士、検察官等から任官しようと(イ)

する者についても、その前提として、例えば、判事補、調査官等として

裁判所内部での職務経験を経ていることは有意義であり、指名に当たっ

てそうした経験が重視されるべきである。

イ 特例判事補制度の解消

特例判事補制度については、裁判官数の不足に対応するための「当分の

10間 の措置であったことや 十全の権限を行使する判事となるためには」 、

年の法律専門家としての経験を要求している裁判所法の趣旨にかんがみ、

計画的かつ段階的に解消すべきである。裁判官の大幅増員の必要性につい

ては既に言及したところであるが、特例判事補制度の解消のためにも、判

事を大幅に増員すべきであり、後記( )の措置を講じること等により、判2

、 。事の大幅増員に対応できるよう 弁護士等からの任官を推進すべきである




